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○旅客課長 それでは、定刻となりましたので、お忙しい中、皆様、お集まりいただきあ

りがとうございます。 

 新年に入りまして、また本年もタクシーサービスの将来ビジョンに向けまして、タクシ

ーサービスが利用者に支持され受け入れられる、このようなことに向けて関係の皆様方と

いろいろ議論をし、いい結論を得ていきたいと考えております。 

 開催に先立ちまして、今まで大変ご多忙でなかなか難しかったのですが、今回初めて本

小委員会にご出席いただきました丁野委員でございます。ご紹介申し上げます。 

○丁野委員 丁野でございます。よろしくお願いします。 

○課長補佐 本日は、設楽委員が急遽ご欠席ということでございます。 

 原委員は、遅れてご到着されるということでございます。 

○旅客課長 では、これより進行につきましては、委員長、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長 お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 それでは、早速でございますが、議事次第に従って進めてまいりたいと思いますけれど

も、まずは議題２の議事ですが、「輸送の安全と利用者利便の確保・向上策について」と

いうことでございます。これは資料１ということですが、６つの項目がございます。この

６つの項目を４つに分けて事務局からご説明いただいて、それぞれについて質疑応答した

いというふうに思います。その後で全体を通じてご議論いただくということにしたいと思

います。 

 それでは、事務局から資料１のⅠとⅡについてまずはご説明いただきますが、その前に

資料の確認をお願いいたします。 

○課長補佐 その前に、席上にまとまって束になっている資料のほかに、幾つか資料を置

かせていただいてございます。１つは、「大阪の交通事故発生状況」でございます。それ

から、「『多様なサービスに対応した運賃のあり方』についての意見書」。れから、「タ

クシー事業に関する平成１８年度予算等の概要」を席上配付してございますので、ご確認

いただければと思います。 

○旅客課長 それでは、事務局のほうから、まず資料１のⅠ「安全マネジメントの推進」

と「監査の見直し」の関係の資料について簡単にご説明申し上げたいと思います。 

 輸送の安全のためのルール対策ということでございます。資料の２ぺージ目、「自動車



運送事業における安全対策」というペーパーが１枚ございます。この自動車運送事業の安

全対策の点について、この資料に基づきましてご説明申し上げます。自動車の事業につい

ては、事故が増加高止まり、今、走行キロ当たりの事故件数も増加しているという状況が

ございます。これは過去の２回の資料の中でもご説明申し上げております。いろいろ引き

続き分析その他原因対策を詰めたいと思います。 

 特性でございますけれども、自動車運送事業の場合は、運転者１人で運行をし、運行中

の安全の関係はドライバーに責任が非常に負わされているという特性がございます。そう

いう意味で、システムで運行される航空あるいは鉄道の部分とはここが大きく特性として

異なっている。もう１点大きな点が、自家用車と混在して、いわゆる公道を利用して、そ

こで事業活動をするということであります。ですから、運転技能がまだそれほどでもない

自家用車などとも混在して走行するということでありますから、ドライバーに特に高い安

全意識と能力が必要だという点がございます。一方、こういう自動車を利用して行う事業

でございますから、９９％以上が中小の企業ということで、そういう意味では事業活動に

参画しやすい事業形態であるということで、中小企業の方々も活動できるということであ

ります。ですから、逆に言えば、経営者の安全意識というのが非常に大事な部分でありま

す。 

 現在の安全対策につきましては、こういう仕組みでございますから、各車庫あるいは営

業所など、そういう事業所単位においての運行管理の仕組みというものをベースに道路運

送法体系を組んできてございます。こういうことで十分な体制をとっているということが

事業活動をするための許可の要件にもなっております。この運行管理者の関係で、私ども

安全対策機能をいろいろ果してきていると思いますが、一方で問題もある。一部では運行

管理者の意見がなかなか経営者のほうに尊重されないという点も一部に見受けられる。あ

るいは、自覚の足りない運行管理者が適切に実施しないというようなケースもございます。 

 そういうようなところが認識としてあるという中で、右側に、今申し上げた現行の安全

対策というものも十分機能している中ではありますが、ただ、これも限界はありまして、

安全対策の水準というのが経営者の安全意識ということに大きく左右されるということで

ございまして、これを運行管理者任せにしないで、企業全体で対策をとっていくというこ

とが必要だと、このように考えられます。このときに、運転者や運行管理者から上意下達

的な指導監督ということでやっているのが今の主たる内容でございますけれども、このあ

たりについてもう少し経営者、あるいは会社全体として取り組む必要があるのではないか



ということが我々の認識です。 

 まず、左側の安全対策の不徹底、運行管理の仕組みをより徹底・充実するというために、

ここは監査の強化ということで、今までの監査機能、事業者のチェックという関係につい

て、事故の予防的な観点からの監査という点に重点を置いていくということと、今後、改

善をするためにフォローアップをきちんとするということを強化をしていこうということ

が「監査の強化」というところであります。これは後でまた申し上げます。 

 あと右側の経営トップを含め会社全体としての安全の仕組みというものを対策をとって

いくということが必要だと考えております。この点につきましては、実は次期通常国会に

おきまして運輸安全マネジメントの関係の仕組みというものを導入をしていこうと考えて

おりまして、これは交通、鉄道、海運など他のモードの運輸安全と一括して関係法令の改

正を行うということで、まず１番、安全確保の責務。すべての事業者、これは中小事業者

も含めて、以下の責務を課すということで、経営トップが安全性向上の取組みを指導し、

安全意識を徹底していく。社内でそういう研修であるとか、運転者の能力向上などを含め

て、企業全体として取り組むという観点、こういうことを法令上、責務として位置づける。 

 ２番目は、こういう責務は全事業者にかかわらしめられますが、一定規模以上の事業者

に関しましては、組織形態がより事業所数も多く、運行管理者などもたくさんいるという

ことで、システム的にも少し広範囲になる、あるいは活動範囲も広範囲になるということ

で、一定規模以上の事業者に関しましては安全管理規定を作成する。安全総括管理者の選

任ということを義務づけるというようなことを法令上措置していくということであります。 

 あと、安全情報の公表という点については、非常に重要な対策ですから、現在の事故の

発生状況とか、今後の取組み状況を公表していくということで措置をしていく。こういう

ことで経営トップから現場に至るまで安全性の向上を図っていくという考え方で対策をと

っていくということを国土交通省として考えております。 

 次に、４ぺージ目でございます。先ほど申し上げました安全マネジメント、経営トップ

から社内全体での安全対策というのは今申し上げた点で法令上も措置してまいりますが、

一方で、現在、道路運送法体系の中でも監査の方針、あるいは行政処分というものを進め

てきております、いわゆる事後のチェック体制ということでございます。ここにつきまし

て、規制緩和後、事後のチェック体制をより確実にしていく必要があると思いますし、今

までも体制が限られている中でも対策をとってまいりましたが、今般、ここの考え、ある

いは方針を改正をし、より徹底した監査にしていくようにしようと考えております。 



 主な改正の内容ということで、①重大事故を引き起こす前の予防的な監査というものに

重点を置いていこうということでございます。１番目、一番大きな点かもしれませんが、

新規参入の事業者に対して早期（原則としては６カ月以内）に監査を実施するということ

でございます。日々こういう点についての重点的な監査が必要であるというご指摘もいた

だいております点を徹底をして今後行っていきたいと考えております。あとは、フォロー

アップ監査というようなことをきっちり行っていくということが必要であります。あと、

他機関との連携、特に労働基準監督機関からの通報に基づく監査というものをきっちり行

っていくというような点と、あるいは端緒情報の収集・強化としまして、いわゆる添乗監

査、街頭監査などの結果を有効活用していくということを仕組みとしてとっていくという

ことで、予防的監査に重点を置いていこうと思って考えて、２月１日から実施をしていこ

うと考えております。 

 ②は、監査は原則無通告で実施するということを考えております。これにつきましては、

いわゆる監査でありますから無通告が基本的には当たり前なのですが、現実にはいろいろ

中小の事業者なども多く、現実的に監査に入る日時などを事実上通告しているというケー

スもありますが、原則無通告実施ということでここの改正を②で行っております。 

 あと、行政処分のめり張りということで、ここは処分の量刑などの引き上げをめり張り

をつけるということで、悪いものは悪いということで量刑を引き上げます。特に再違反の

ようなもの。ただ、一方、軽微な違反の場合にもすべて処分に移行するというようなやり

方というのが、ここについて行政処分でありますから手続もまた必要になります。ここは、

むしろ軽微な違反には文書の警告をし改善報告を求める。それによって措置がされている

かどうかという点で、処分のめり張りをつけて、むしろ違反が悪質・重要であるというと

ころについて処分量刑を上げるなどして対策をとっていきたい、このように考えておりま

す。 

 あと、一番下には新規の許可事業者への指導の充実をきちんとしていこうということを

考えております。これは、いわゆる厚生労働省との連携の中でも出てまいりましたもので

ありますが、許可交付時に講習を充実して、関係法令の遵守、特に労働関係法令について

も厚生労働省からもこういう許可書交付のときに内容の遵守を徹底してほしいという話も

受けております。 

 ②運輸開始届出をするときに、事業用施設、特に車庫でありますが、こういうものにつ

いてきちんと確保できているかどうかということを確認をするということをさせていただ



くということで、新規に入られる事業者の質をきちんと維持をするということを進めてい

きたい。 

 ５ぺージ目がそれを表にしたものでございますので説明は省略をさせていただきますが、

改正前と改正後の処分の改善につきましてペーパーで説明をしているものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。輸送の安全と利用者利便の確保向上策ですけれども、

安全マネジメントの推進ということと、行政の方針、監査の見直し、この２つについてご

説明いただきました。これについてご議論願いたいと思います。 

○委員 前回、意見書を提出させていただきました。その趣旨を前回説明できませんでし

たのでもう一度したいと思います。 

 安全に対する取組みは、基本的には事業者の自主的な取組みが一番大事だと思っていま

す。それで、この監査制度というのはどうしても減点主義になりますので、過度に事業者

を萎縮させるということで、それをさらに強化するということよりも、第三者評価等によ

って、いわゆる得点主義でいいことを認めていくというところを伸ばしていくほうがいい

のではないかと思っています。仮に監査制度にあくまでもこだわるということであれば、

デジタルタコの導入とか、いろいろな新しい機器の導入等、安全に対する特別な取組みに

対して、今まで監査ではあり得ないのですけれども、得点をつけるというやり方、そうい

うプラス点も導入するということであれば、事業者がいろいろな取組みに前向きに取り組

んでいくということが評価できるのではないかと思います。余り減点主義ばかり追求して

いくと、それだけしていればいいのではないかということで、本来は利用者に訴えていく

ものなのですが、利用者を見ずに、事業者がどうしても監査であるお役所のほうばかり見

てしまうという弊害もあるのではないかということで、そういう意見を提出させていただ

きました。以上です。 

○委員長 ありがとうございます。マイナスのところだけではなくて、プラスの点も見て

くれというお話で、これはやり方によっていろいろと工夫していただければと思います。 

○旅客課長 やり方によってだと思います。また、デジタコなど、また後でもご説明をい

たしたいと思います。あと、予算のデジタコなどの導入についての措置なども、また後で

ご説明申し上げたいと思います。 

○委員長 どうぞ。 

○委員 質問ですけれども、２月から早速実施される端緒情報収集の強化としての添乗監



査とか街頭監査の規模というのは、どのような規模で行われるのかというのが１つ。それ

から、デジタコの問題が出ましたけれども、普及率が非常に低いのです。たしか助成制度

というのがありましたね。それが助成制度が低いから低いのか、その辺のところをちょっ

とご説明いただきたいと思うのですけれども。 

○室長 最初の委員のご質問の添乗監査、街頭監査ですが、これについての規模というか、

必要に応じてといいますか、苦情その他違反が多いと認められる事業者については、職員

が高速バス等に乗ったり、あと街頭監査ですけれども、これは通常、構造安全とか、そう

いった取り締まりの機会を利用して確認させていただくということを今のところ考えてお

ります。 

○旅客課長 あと、デジタルタコグラフの関係については、ちょうど２枚紙で予算の関係

のペーパーをカラー刷りでご用意しております。私どもの１８年の予算の概要で、自分の

ほうで言ってはいけないのですが、タクシー関係は実は予算というのが残念ながら今まで

なかなか措置がされておりませんでした。バスに関してはいろいろな補助の仕組みがござ

います。今回は、タクシーサービスは個別輸送として今後の高齢社会にとっても非常に大

事だということで、予算要求に力を入れて、いろいろな福祉の関係の輸送とか、あるいは

ＧＰＳ－ＡＶＭシステムの導入などについても非常に措置をとる。これの２枚目の（３）

で、エコドライブをいろいろ推進するという視点、こういう切り口から、エコドライブ関

連機器ということでデジタルタコメーター、こういうようなものについても経済産業省と

連携をして導入をしていくための措置、これはＮＥＤＯといういわゆる石特会計の関係の

支援事業の中に追加をするということで連携施策ですが、ここを含めて導入をしていこう

ということを考えております。支援措置はあくまで支援措置でございますので、こういう

ものを活用して、事業者あるいは会社として、こういう視点、後でまた申し上げますが、

多々メリットがある点を伸ばしていただくということを私どもとしては促進していきたい

と思っております。 

○委員 安全性に関する添乗監査、街頭監査の問題ですけれども、春の交通安全運動とか

秋のとかよくやっていますけれども、あの規模であって、改めて２月から何か新しいシス

テムが生まれたというふうには解釈できないのですね。通報があった場合とか、警察との

連携で、交通安全週間とか、そういう次元の話なのか。 

○室長 改めてそれだけをやるというふうには今のところ考えておりませんで、そういう

機会を利用して必要に応じてやるということです。 



○委員 では、今まではそういう機会にはやっていなかったということですか。 

○室長 やっておりました。さらに充実・強化するという意味であります。 

○委員 そうすると、人員の配置とか、そういうことで充実・強化するということですか。 

○室長 それもありますね。人員も要求してついておりますし、そういうこともあります。 

○委員 安全に関する問題に対して今後すごく力を入れるというお話なので、どういう点

が変わったのかというのをちょっとお聞きしたかったのです。期待していますけれども。 

○委員長 また具体的に何かありましたらご説明いただければと思います。 

○旅客課長 またご説明申し上げたいと思います。 

○委員 今、監査方針及び行政処分等の基準を旅客課長のほうからご説明をいただいたの

ですが、今までありました例等も見まして、原則として運輸開始の６カ月以内に監査を行

うということが言われておりますけれども、実は東京におきましては、許可を得て４カ月

後にお手上げをして事業を閉鎖したというような実態も事実としてあるわけでございます。

ですから、この６カ月以内というのは、ひとつなるべく早くまず監査をしていただきたい。 

 それと関連いたしますけれども、事前にどういう事業者から許可申請が出ているかとい

うものの実態を、許可証を受けられた役所のほうで把握しておられるかどうかという問題

が１つあるのです。例えば、これも東京における例でございますけれども、申請が出たと。

そうすると、その事業所がどこにあって、事務所がどこにあるか、こういったようなこと

も当局としては余りご存じなくて許可されてしまう。事業計画だけを見て許可されるとい

う実態があるわけでございます。それからさらに、許可後の問題として、昔は、例えばこ

の場所で何台の車でタクシー事業をしたいと、こういう内容の申請を受けるわけですね。

そうしますと、事業計画というものは、ある程度事業が運営されていって初めて事業計画

というものが１００％そろうと思うのです。ところが、現状では、例えば５０台でタクシ

ー事業開始の申請をいたします。昔は、５０台そろわないと事業開始は許されなかったの

です。ところが、今は１台からでもいいという形で事業が開始されております。これは労

働力の問題の絡み等もあろうかと思いますけれども、私は、それはいかがなものかなと。

１台から動かしていいということで、その段階で事業形態がどうなるかという事業計画と

の絡みというものがどこまで把握できるのかというふうに考えております。 

 さらに突き詰めてまいりますと、冒頭申し上げました事前における調査というものはま

ずはっきりやっていただかなければいけないのではないか。さらに、事業許可を得て事業

が開始されて、短期間でのなるべく早い監査ということをぜひお願いしたい。以上でござ



います。 

○委員長 ありがとうございました。事務局、何かあれば・・・。あるいは、ご要望とい

うことでもいいですが。 

○旅客課長 原則６カ月以内ですけれども、なるべく早くというご指摘、承っております

し、大事なことだと思って取り組んでいきたいと思います。 

 あと、先ほど特に言いました許可時の事業用施設の事業計画の確保状況の確認、このあ

たりは許可基準そのものの内容でありますから、このあたりをしっかりした審査をし、か

つ後で確認するということは努めていかなくてはいけないと思っております。 

○委員 先ほどの旅客課長のお話の関わりですが、現在、１台から稼働してもいいという

問題点についてはどうですか。 

○旅客課長 余り細部の話は別として、最低車両台数は東京では１０台という形でされて

おりますので。１台というのは特殊な限定の・・・。 

○委員 そういう例が実際にございますので。 

○旅客課長 この場というよりは、また具体的な話は承りたいと思います。最低車両台数

は１０台でございます。 

○委員 実は新規参入に対する監査の問題は、機会を捉えて運輸当局に、特に仙台は一気

に２０台近くの異常な新規参入があったわけであります。その要因は、いわゆる監査、そ

ういう問題が安易な状況で、そんな簡単に取れるのかと。それがどんどん耳伝いになりま

して、グループで出し合ってつくるとか、そして結果的には会社の体をなしていない。例

えるならば、洗車設備もなくて、トランクにホースを積んで公園で洗車をする。これも大

きな新聞等にも載りました。そういうことで、ただ、監査という問題等で余りにも多くて、

人手不足云々でできないという話があって公募をやってまいったのですが、今回、６カ月

以内にということを明記していただくことになったようであります。これは、私は前から

お願いしている問題で、ぜひひとつ早めにそれをしっかり指導監査することによって、今

後、安易な新規参入する問題等は阻止できるのではないかというふうに思います。どうぞ

よろしくお願いします。 

 それから、今、１人でも云々とありましたが、地方の場合、最低台数１０台ですけれど

も、言っているのは、乗務員がそろった順序に１台でも２台でも、それからスタートして

くれと。ところが、一気に１０台するためには、既存事業者からの乗務員の引き抜き、そ

ういう問題が大きな問題になっておりますので、むしろそろった順序にやるのがベターで



はないかという捉え方、これは地域格差、温度の違いがあるのかなと今聞いておりました。

以上です。 

○委員長 ご要望ということですね。 

○委員 ２ぺージの安全対策の問題の中で、右の下のほうにあります安全管理体制の確立

ということで、一定規模以上の事業者に対し安全管理の規定の作成とか、統括管理者の選

任というふうなことを考えておられるようですけれども、この一定規模というのはどの程

度を考えておられるのか。 

 ただ、もう１つ言いたいのは、台数が多いから事故が多いということではなくて、やは

り台数が少なくても事故がある。個人タクシーさんは１台でも事故を起こしているわけで

すから、その辺は非常に矛盾するなと。それで、特に何台から考えておられるかわかりま

せんけれども、新規の場合には、地方では５台以上、大都市では１０台以上ということで

ございますので、その辺からかけられるのか。その辺の考え方について行政のほうでお答

えいただければというふうに思っております。以上です。 

○旅客課長 お答え申し上げます。今の点、１点目は事故の発生が大きなところが多いと

か、中小が小さいと言っているのではなくて、むしろ逆だと思います。重大事項で言いま

すと、私どもは小規模のほうが事故が多いというように結果的には見ております。そうい

う問題認識を持ってやっております。ですから、さっき申し上げました全事業者に、小規

模の事業者であっても、経営トップから現場に至るまで安全の認識を徹底するという、安

全確保の責務を全事業者に課す、これがこの法令の一番大事なところです。ですから、運

輸規則の改正なども一部必要なところはやろうかと思っております。これが一番大事だと。 

 ただ、今申し上げていますのは、そういう営業所が多々あり、かつ、そこについて組織

的なマネジメントがより大きな会社はより必要になってくるだろう。運行管理者もたくさ

ん配置されておりますが、それが経営トップとやや距離が出るようなところを、経営トッ

プが安全管理の体制を確立するために総括管理者も置き、管理規定を置いたほうがいいだ

ろうというところを一定規模以上としようと思っておりまして、現在、３００両以上ぐら

いの感じを念頭に置いて考えております。これはまた関係の業界の方々、その他とご相談

をして今後決めていきたい、このように思っております。 

○委員 わかりました。 

○委員 安全問題ですけれども、今、説明のありました内容について私が感じるところは、

１つ、精神論で解き、事後チェックでやるというのですが、そういうやり方で果して安



心・安全、交通事故を抑制をし、少なくしていくという点でどれだけの効果があるのであ

ろうかという問題意識を持っております。といいますのは、規制緩和が行われてそろそろ

丸４年を迎えるわけですが、自工総連の組合員１万人のアンケートを行った結果、これは

規制緩和前と後の問題ですが、売上が減ったが８５％、賃金が下がったが８６％、労働時

間が延びたが４９％。事故をやったり、ヒヤリすることがあるが５４％です。交通事故や、

ヒヤリの原因として思い当たることは何だということに対して、長時間労働で眠気が抑え

られないが７５％、疲れて安全確認がおろそかになるが７０％、焦ってスピードを出し過

ぎが６７％。客を乗せようと急な車線変更をやるが５７％、生活悪化で精神的に不安定が

５７％。以上の実態になっているわけです。 

 提起されましたように、タクシーというのは運転者１人で走行しているのだと。運行中

の安全は運転者に全責任があると。全責任があるということを言いかえますと、やはり交

通事故をなくしていく、そのものの課題というのは、運転者自身の待遇といいますか、安

心・安全をきちんと貫き通していけるような状況をどう保たせていくのかということに尽

きるだろうというふうに思うのです。国土交通省の自交局長の私的懇談会、交通事故要因

分析研究会報告というのがなされておりますが、その中で指摘しているのは、事故増加の

背景として、規制緩和による競争激化、賃金カットなどにより労働意欲の減退やモラルの

低下を招いているというふうに指摘をしているわけでありまして、事故の背景・要因に対

してどういう解決策を示していくのかということが必要であります。そういった点で言い

ますと、私、これは３つあると思うのですけれども、１つは、申しわけないですが、前に

座っておりますけれども、いわゆる安全輸送というよりも利益優先的な営業のやり方、労

務管理、こういうものを抜本的に解決をしてもらわなくてはいけないという問題がありま

す。 

 また２つ目には、やはり長時間労働をしなくてはいけない。過労運転といいますか、一

定の売上をどうしてもクリアしなければ賃金にならないという、非常に刺激性の高いとい

いますか、累進性の高いといいますか、そういう賃金制度という問題にメスを入れるとい

うこともありますし、それから何といっても、日本は大変な経済情勢でありますけれども、

そこそこの売上が安全運転をする中で確保できるというような環境を築かない限りにおい

て、いろいろな手を打つといっても、私はどうしても問題が解決でき得るというふうには

思われません。 

 したがいまして、意見もあるのですが、１つ１つ審議・検討をやっていくことも別に否



定するつもりはないのですけれども、この間起こっている実態との関係で、どういう方向

で問題解決を図っていくのかということが浮き彫りになっていくような議論の進め方、場

合によっては、そういう点を集中的に議論をする。もっと露骨に言いますと、規制緩和し

て４年間たっている中かで起こっている問題との関係で、背景要因を明らかにしながら、

それに対してどういう解決方向を探っていくのか。その中で、例えば安全対策というのは

どういうふうに位置づけられるのかというようなこともぜひご検討を願えたらというふう

に思います。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。何かございますか。 

○旅客課長 委員のご指摘、非常に本質な議論だと思います。また次回も、特に労働関係

の諸条件なども含めて議論をする場もございますので、現在起こっている課題についてど

のように基本的な議論ができるかということも含めて、また進めたいと思います。 

○委員長 時間の関係もございますので、３名で、一応このセクションはここで閉めさせ

ていただきます。 

○委員 この委員会は今まで３回目でございますが、個人事業者に対する取組みというの

が中心になっていらっしゃるというふうに私どもは思っておりますが、個人タクシー業界

としても、４万７，０００人弱の事業者がおりますから、そういった中で、私どものほう

といたしましても、安全確保の取組みは個々の事業者がそれぞれ事業をやっている関係上、

非常に難しいということで、どちらかというと、今までおざなりの点もあったのですが、

今年から私どものほうとしても、安全運行指導員制度を導入いたしまして、そして小さい

ところでは５０人未満、多いところで１万１，０００人を超えるそれぞれの団体がござい

ますので、そういったところに少なくともこういった指導員を置いて安全対策に取り組ん

でいくというような方向づけはされております。いずれにしても、この取組みは、我々も

法人と一緒になってやっていかなければならないというふうな考えのもとに進めておりま

すので、参考までに個タクの業界の動きを少し申し上げさせていただきたいと思います。 

 それともう１点、いわゆる処分の監査法人、これは個タク業界のほうにどのような取組

みをなされるのか。私どものほうとしても、将来、といっても一人車ですけれども、事業

者の端くれだと。法律的には、私どものほうは事業者というのは個人タクシーは対象にな

っておりません。私どものほうは運用の中で位置づけになっておりますので、ここで原則

として運輸開始後の６カ月以内という問題は、個人タクシー業界に対してどうお考えにな

っているのか、そこのところをお聞きしたいというふうに思っているところでございます。



今、私どものほうとしても、人数が非常に多うございますので、実際にはなかなかできな

いというのは十分理解しております。 

 それで、最近の傾向を見ていると、私ども個人タクシーの場合は、１年、２年、あるい

は３年、５年と、それぞれの事業者によって更新をする機関が違いますので、そのときに

新規の事業者の場合には、初めの更新のときに監査が行われているように最近は感じてい

るということでございますが、この監査方針を改正した先では個人タクシー業界はどうお

考えになっているのかということをちょっとお聞かせいただければというところです。以

上でございます。 

○室長 個人タクシーについても、新たな監査方針については、法人タクシーと同じよう

に準じて行う予定であります。ただ、更新時とか、そういうのは関係なしに、新規更新を

含めて、更新時も含めて、６カ月以内の新規監査、法人と同じような扱いになるというこ

とで理解していただきたいと思います。 

○委員 だけど、それでできますかね。 

○委員 安全問題というのは大変重要な問題だと思っていまして、会社にとっても、運転

手さんにとっても、それから対物対自という相手にとっても何もプラスにならない。そこ

で、これが重要である。これは民間企業でも、公的な機関でも全く同じレベルの問題だと

思います。そういう中で、こういったような行政面からのてこ入れを入れて、より安全な

方向に向かっていこうという、この内容については私自身は全く違和感がありませんし、

むしろ当然ではないだろうかというふうに思っています。むしろ民間企業のほうがもっと

厳しい自己管理の規制をつくって安全対策をしているというのが実態だろうと思います。 

 先ほどちょっとお名前がわからなかったのですけれども、最初に委員の方からお話があ

った、安全は全部自己責任であると。そのとおりだと思うのです。そういう中で一、二申

し上げますと、１つは、行政の中にもありますけれども、管理規定と統括責任者を置くと

いうことでありますが、これに加えて安全衛生委員会というものを設けて、毎月、労使が

入った形で、安全問題だけではなくて、運転手さんの健康管理であるとか、精神面の動向

であるとか、そういう面を含めて安全衛生委員会を設けて透明度の高い情報交換をして、

もしも事故があった場合には、その事故の原因と究明について対策まで含めて共有化して、

次の事故を起こさないように心がけていくという安全衛生委員会的なものを設けることを

お考えいただいたらどうか。これは非常に根が深い問題でありますから、言葉で書いても

すぐ忘れてしまうし、したがって、反復連打ことが大事でありますから、そういうものを



考えてはいかがと私は思います。 

 それから２つ目は、ここに書いてあるのですけれども、運転手さんを含めた研修が非常

に大事なのです。ですから、教育・研修体系についても、中小企業級が多いということが

ありますけれども、地域ぐるみとか、あるいは数社も含めて、安全教育の徹底というのを

これからもより体系化して実行していく必要があるのではないだろうかという感じがしま

す。 

 それから３番目は、先ほど来お話がありましたけれども、やはり悪い点だけではなくて、

いい点もたくさんあります。私も最近、タクシーをより利用させていただくようになった

のですけれども、最近の運転手さんは短距離運転でも嫌な顔ひとつせずに丁寧に取り扱っ

ていただいておりますので、そういう意味も含めますと、オンブズマン制度的な考え方も

導入できるのではないか。今後、タクシー会社の運転手さんが不特定多数のお客さんから

好かれるような運転手のマナーであるとか、運転の技術であるとか、あるいは道路事情の

説明であるとか、そういったようなアカウンタビリティを持った運転手さんが出てくると、

やはり一般の大衆からも広く好まれてくるのではないか。そういう意味において、オンブ

ズマン制度的な考え方を持った、広く利用者の意見を聞くというシステムも導入されるこ

とをお考えいただいてはいかがかと、こういうふうに思っております。 

○委員長 ありがとうございました。今、いろいろ経営のほうのご指摘で、特に行政のほ

うから。 

○旅客課長 行政のほうは、非常に大事ないい点のご指摘をいただいて・・・。取り組ん

でいるところも一部あると思いますが、多分、三浦さんがそこをおっしゃるのだと思いま

すが。 

○委員 今ご質問がありました件でございますけれども、まず安全衛生委員会の件でござ

いますが、これは法律で定められまして、各社内には安全衛生委員会という組織がござい

ます。これは労使で組織を構成してやっております。それで、先ほど言われたような事故

があった場合とか、健康管理の問題とか、そういうことは必ずやるように法律でも定めら

れておりますし、やっております。 

 それから、２点目の研修ですが、いろいろな問題については、これは必ず月１回、明け

番研修ということで全乗務員を対象に管理者また私どもが出まして、次の事故防止の問題、

それから旅客接遇の問題、その他の問題について必ずどこの会社もほとんどやっておられ

ます。 



 それからもう１点、ドライバーの問題でございますが、東京ではエコカードというもの

を備えつけまして、不特定多数のお客さんがお乗りになって、非常に運転がよかったとか、

積極がよかったといった場合には、それをハガキで送り返す制度、うちで大体１８０台あ

りますけれども、年間で大体１８０枚ぐらい。大体１台に１枚ぐらいいただきますけれど

も、今は９０％以上、安全運転とか、そういうお褒めの言葉をいただいておりますが、残

念ながら、まだ少しいろいろ問題点は指摘されることもある。そういう制度を入れており

ますので、ひとつご承知おきいただきたいと思います。以上です。 

○委員 関連してよろしいですか。 

○委員長 時間がございませんので、発言は短くお願いいたします。 

○委員 ただいまの質問で、私どもの例で申し上げますと、経営協議会、つまり労使間の

折衝の機関でございますが、それをいわゆるタクシー部会、ハイヤー部会といったような

業態別に分けまして、そこで出るのは、はっきり申し上げて、先ほどお話がございました

ような健康管理の問題、そういうものが中心になってまいります。 

 それともう１つ、業界全体としての取組みで申し上げますと、今、タクシーカードのお

話が出ましたけれども、東京の業界では、１年間に１００名の、今度５０名になりました

が、５０名のサービスアドバイザーを公募いたしまして、これの会議を公開でいたしてお

ります。そういったようなものもいわゆる労使間の話し合いの中に十分組み入れましてや

っておるのが現状でございます。 

○委員長 どうぞ。 

○委員 今まで新規の事業者に対する監査ということがわりと大きな議論の中心になって

いると思うのですが、既存の事業者の中でも結構不公平感がございまして、例えば規制緩

和後、任意保険に加入しなければいけないというような法律ができたわけですけれども、

それが多分まだ入っていない業者も中にはある。それから、例えば社会保険料を納付して

いないような会社もまだまだある。そういう書類みたいなもので片づけられるようなとこ

ろは、必ず年に１回、そういうものを運輸局なり、そういうところに提出をしてチェック

をするようなことをしていかないと、表面上はタクシー会社となっているけれども、会社

としては成り立っていないというのが認可されている状況が、東京にもあるかもしれませ

んが、地方には結構あると思うのです。こういうものを直していかないと、例えば何かあ

ったときに会社に支払い能力がなかったから、事故が起きたときにつぶれてしまって被害

者の人はというような状況が地方ではかなりあると思うのです。これも地方だけではない



と思うのですが、こういう部分を既存の事業者に対しても、ある程度監査というか、提出

義務のようなものをつくっていただけると不公平感がなくなってくると思うし、例えばう

ちの場合は、時間とか、かなりうるさく言っているのです。そうすると、中小の事業者か

ら、うちはうるさくないからうちにおいでという形で引き抜かれていくというようなこと

もありますので、新規の会社だけではなくて、既存の会社にもこういうような監査という

ものを徹底していただきたいという部分があります。 

○委員長 ありがとうございました。 

○旅客課長 大事な点のご指摘だと思っております。整理すると、まず保険の関係は運輸

規則で道路運送法改正の後、若干の猶予期間を置いて、運輸規則上、それを確保するとい

う義務が付いております。ですから、それが守られていない一部の事業者がいるという点

について、これは対策をとらなくてはいけないと思います。 

 ２点目、社会保険料の話は、従来からご指摘いただいていますし、各地でもこういう話

がございます。特に最低賃金のように、そのまま労働法規に違反するものについては、厚

生労働省さんとの連携でも、これにつきまして通報の仕組みで守らせるというようなこと

をこの４月からもまたやっていくということで対策をとっておりますが、社会保険料の関

係の未納の話が課題としてございます。これについて何ができるか。もちろん通報の仕組

みというものは位置づけをして厚生労働省さんと社会保険庁等との連携を図りますが、た

しかおっしゃっておられるのは、道路運送体系の事業運営の中での基盤となるところの守

っていないものについての対策だろうと思いますので、この課題についてどのようなこと

ができるか。本委員会でも、あるいは私ども行政としても、どのようなことができるかを

今後検討したいと思います。 

○委員長 ありがとうございます。まだ議論は尽きないところですが、また全体の議論を

後ほどしていただくということにしたいと思いますので、次に進みたいと思います。 

 次は、「事業形態の変化に対応した安全確保」、それから「安全性向上のための新技術

の導入促進」ということで、これについてもご説明を簡単にしていただいて・・・。 

○旅客課長 それでは、時間もやや押していますので若干早口で、資料も事前に送ってい

ますのでご説明したいと思います。 

 ７ぺージからでございます。まず７ぺージは、ＮＨＫの報道により若干有名になってい

る課題でございます。課題を挙げて議論するというのはこの場だと思っていますので、課

題を挙げております。先ほど原さんからもちょっとありましたが、現在、法人タクシー、



個人タクシーという形態でやっております。ただ、この形態は、いわゆるリース制、ある

いは企業内個人タクシーと呼ばれる。ですから、これはあくまで「いわゆる」です。定義

もございません。と言われる事業形態もあります。ここについてどのように考えていくか

ということであります。 

 １でありますが、いわゆるリース制度（企業内個人タクシー）と呼ばれるもの。法人事

業者の運転者が営業収入の中ら、必要な諸経費となるもの、燃費修繕費、租税公課の一定

の経費、あと事業者報酬分をリース料として払う。そして、残余を賃金としてもらう利益

配分型というようなまさに賃金体系の議論ですが、実施されているというようなケースが

あります。いろいろ多様な形態がありますから、いわゆる賃金の契約によるものだと思い

ますので、申しわけございません。私どもも詳細をすべて把握を仕切れてはおりません。

ただ、本形態において、事業者は運転者を確保すれば、あとはサービス提供は運転者任せ

ということになりますから、これは運転者の自発的な労働強化を誘発しやすいという認識

を私どもは持っております。また、事業計画に記載されています車庫において運行管理、

あるいは点呼などの実施をするという、特に現場的な事業であるタクシーについては、非

常に重要な点、私どもは運行管理が要諦ということで国会でもご答弁申し上げております。

ここれについての自宅に持ち帰る、いわゆる持ち帰りにつながりやすいというような点な

ど、運行管理がおろそかになるというおそれがあるケースも見受けられます。ここに詳細

にリース制の一例として書いております。 

 ２番目、問題点であります。本形態は経営者と労働者が形式的な雇用関係を締結してい

るにすぎない。ですから、実態上、運転者が事業そのものを実施していると考えられると

いうケース。ですから、事業許可を受けている事業者の運転に対する指導監督がなされな

いという非常に大事な点がおろそかになるおそれがあります。過労運転のチェックという

もの、先ほど申し上げましたいろいろな研修その他が必要である。あるいは、三浦委員か

らもご説明があったような点がおろそかになるという点が問題だと認識しております。 

 ３番目、論点です。創意工夫の中でいろいろな仕事を安全を守りながらやるということ

はあるとは思います。ただ、今議論してきております輸送の安全、利用者利便の使命感が

薄れることがないように措置が必要ではないかと考えております。 

 ２番目、運行管理の仕組み。先ほど監査の徹底というものも、悪いものをただ指摘する

減点主義だという視点だけではなく、運行管理が今このようなタクシー産業・事業におい

ては、安全確保の上で１つ非常に重要なポイントになると思っております。このような点



から言っても、この事業形態というものを認めていくということは問題があるのではない

かという認識を論点として考えております。 

 ３番目、今も出ております運転者に対する安全教育の徹底が必要だろうと思います。そ

この点の促進というものが必要になるということで、この点が３番目の論点という点であ

ります。 

 次に、安全性向上の新技術導入でございます。これは最近のいわゆる技術導入向上とい

うことで、いろいろな機器類などが出てきております。ここではデジタルタコグラフとい

うもののまずご紹介です。 

 １点目でありますが、デジタルタコグラフということで、走行結果をパソコンで解析を

するということで、これはタクシー事業においての安全性向上が図られるということから

普及が期待されるということで、先ほど八田さんからもご指摘があった点であります。い

ろいろな効果がありまして、先ほどの普及率が少ないという点は６．６％。ただ、導入を

検討していますということが先般、調査を行いましたタクシー事業の安全管理に関する調

査結果というものの中で２３．８％ということで、これは丁野さんのところに委託をして

おりました調査結果の中で、導入を検討ということで、これをより促進をしたいというこ

とで、先ほど申し上げた支援方策とか、あるいは対策として、協会も含めて、この方向性

を強く打ち出していただくとか進めていきたいと思います。 

 １１ぺージがこの自動日報例でございます。出庫・帰庫時間、走行時間の表示が出る。

収入の自動計算という意味で、収入管理上の計算、経理的な整理。あとは個々の事業の実

態がどこに行って、降車地、距離、運賃、休憩、こういう点ができる。マーケティングと

か今後の対策にもできるだろうと思います。タコグラフが下に出ておりまして、こういう

点でできるという点と、安全運転評価、営業収入評価という点のところもこういうことで

自動日報で可能になってくるという点がこの点であります。 

 次が１２ぺージ、ドライブレコーダーということでございます。ドライブレコーダーは、

自動車版のフライトレコーダーということでございます。これは交通事故の衝撃を感知し

て、前後１０秒の映像を自動的記録。普及率は現在８．４％ということで、録画がここに

あります。これはテレビの報道でも結構されております。こういう中で効果があると考え

ております。ただ、今の事例では、下の１．装着前後で事故率を比べております。Ａ社、

Ｂ社、Ｃ社、ここは付けていただいている会社さんの実際でのご協力のもと、装着前、装

着後ということで、事故の低減、減少というものが出ております。これは警察庁のほうで



の資料であります。 

 今後期待される効果は、安全運転の意識高揚、事故の防止ということであります。あと、

事故の原因分析という事実関係の客観的な把握ということでもって、現実には現場にいな

いところで分析を行うために、映像によって分析できるという点は非常に効果があるとい

うふうにされております。 

 １３ぺージの経済的な損失効果というのを、警察庁さんのほうで、事故が減少によって

事故処理費用の低減につながるということを試算をし出しております。１台あたりの低減

額は約８万円ということでございます。 

 論点は、現在は最高乗務距離が指定されている地域というのがあります。ただ、一定の

地域でございます。ここは、いわゆるデジタルではない、普通のタコグラフの記録を義務

づけているということになっております。他の地域についても、こういう運行記録系の普

及を図っていく必要があるのではないかという論点が１点目であります。あと原因の分析

であるとか、今後、安全面の教育指導を効果的に進めていくということもドライブレコー

ダーが活用できるので、このような対策を関係者で進めていく必要があるのではないか。

あと、助成制度がございます。先ほど申し上げましたように、助成制度を入れてございま

す。私どももいろいろな切り口でタクシーサービスに関するいろいろな助成制度を引き続

きこういう財政が厳しい中でも大事な必要な部分について今後も拡充をしていきたい、こ

のように思っております。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。事業形態の問題と新技術についてご説明いただきま

した。これについてご議論願いたいと思います。 

○委員 ここで非常に大事な指摘があったと思うのですけれども、新しいタイトルが「事

業形態の変化に対応した」となっていますけれども、絶対肯定してはいけない変化だとい

うふうに思うのです。実態として「リース」という言葉が出ていますけれども、この部分

については道路運送法で禁止をしている名義貸しそのものだというふうに言わざるを得な

いと思うのです。「名義貸し」という言葉を使っておりませんけれども、ここは全くその

ままとってみても名義貸しそのものだと言わざるを得ない。これは、規制緩和をやったこ

とによって、タクシーが行き着く先を暗示しているのではないか。今のこの状況というの

はそういうところにきているのだろうというふうに感じています。 

 結果的に、これは今急速に広がっているワンコインなどと称される事業者が取り入れて

いる形態でありまして、結局、これは５００円タクシーなどという非常に低い低額運賃を



導入した当然の帰結だというふうにきっちりと捉える必要があるというふうに私は思って

います。結果として、労働時間なり、きちんとした労働法規を守っていた、あるいは運輸

規則を守っていては生活できないというところで、運転者も結局は長時間労働に駆り立て

られるし、あるいは、ここでは車両の持ち帰りも認めていると言っていますけれども、逆

に事業者が車両の持ち帰りを奨励しているという実態が本当だというふうに思います。結

果的に、そういうことで安い運賃で結局生活できないから、そこに追い込まれていくとい

う実態がある。そこが根本の原因としてあるということはきっちりと把握をしておく必要

があると思っています。そういう事業所では、結果的にけがと事故の責任は自分持ちとい

うことがまかり通っているわけですから、そういう事業者がはびこってくるという背景に

ついてもきちんと分析をして、それをどう排除するかということについてもここで議論を

していただきたいというふうに思っています。 

 そういう実態があるということは、結局、先ほど幾ら監査の強化のところで安全マネジ

メントということが出されてきても、これを１００％否定をするということではないかと

いうふうに思っているのです。全く相反するような実態があるということでありまして、

そういう意味では、先ほど委員からありましたけれども、ペナルティではなしに、いいと

ころを伸ばすような得点主義でということはありますけれども、タクシー業界の実態はそ

うなっていないということです。残念ながら、性善説に立って、いいところだけ伸ばしま

しょうということでは済まない実態がある。非常に高い違反率があるということも前提と

すれば、そういった事業者というのは役所の顔なんかほとんど見ていませんから、取消し

処分をくらっても、別会社に車両も運転者も全部移してしまって、そこでまた営業します

よといったような実態もあるわけですから、そういった違反逃れを許さないような、監査

の実効が上がるような体制ももっとつくるべきだというふうに逆に思っているわけです。 

 したがって、そこの実態というのは、正しい雇用関係があるようにやっているけれども、

賃金も、実際は賃金ではなしに、リースであっても賃金として偽装されているという実態

がありますし、本来、社会保険は、ここにもあるように、事業主負担分の社会保険料さえ

も運転者から天引きをしている実態など、これは許されないことだと思うのです。ここで

肯定的に書く問題ではない。やはり否定的に書くべき問題だろうというふうに思っていま

すので、そういう部分について、きちんとこの部分については，名義貸しそのものだとい

うことで、名義貸しの定義を明確にした上で、これらを排除していく措置をとらないとタ

クシー業界は大変なことになると思いますし、そちらにおられる法人タクシーそのものの



経営の皆さんも、法人タクシーそのものの否定につながるということについても、ぜひし

っかりと捉えていただきたいというふうに思っています。 

 それからもう１つ、後のところもついでに言わせていただきますが、新技術の導入促進

の部分でありますけれども、確かにデジタコを入れたり、あるいはドライブレコーダーの

導入ということについては、非常にいいことだというふうに私たちも積極的に評価をして

います。できれば、５０万都市以上、交通圏が設定をされているような事業区域ぐらいに

ついては広げたほうがいいのではないかというふうにも考えているところです。 

 ただし、そのコスト負担をどこがやるのかという問題について、ここでは全く触れられ

ていないということです。今、急速にデジタコもドライブレコーダーも導入が進んでいま

す。しかし、多くの法人経営の中で、そうした機器の設置について、運転者に負担が求め

られているというのがほとんどの実態であります。通常の他産業の中で設備投資が運転者

に負担されるというか、労働者から負担をもらうということについては、あり得ない話だ

と思いますけれども、現状のタクシー業界の中の規制緩和以降の経営の実態の中で、それ

が運転者に負担が求められているということ。つまり低価格競争で、その負担の能力さえ

も経営の中になくなってきて、それが運転者にしわ寄せされているという実態であります。

その辺のところもきちんと言った上で、では、どうやってこういう普及をしていくのかと

いうことの議論がなければ片手落ちではないかというふうに思っているところです。規制

緩和で値下げ、価格競争、値下げ一辺倒の中で、そういう実態の中で、いろいろな近代化、

あるいは効率化を図ろうとしてもかなり限界があるということであります。だから、助成

ということも出ていますけれども、助成ということではなしに、本当に国が全部負担をし

てくれれば、これは私たちも積極的に賛成をしたいというふうに思いますけれども、現実

はそうなっていないということ。その辺のところもぜひ踏まえた上で、後で運賃の問題が

出てきますけれども、片一方で値下げを、あるいは安売りを奨励しながら、そういう設備

投資を新たに促進をしようといっても、かなり相反する部分が出てくるということだけ申

し上げておきたいと思います。 

○委員長 ありがとうございました。 

○旅客課長 委員のご指摘の点、特に名義貸しとここには書いておりませんが、そういう

議論が道路運送法の根幹のところでございます。実際の事業経営が違うところにいってい

るのを脱法的にやるというのが名義貸しで、それに当たる疑義があるという点のご指摘な

どがあるという点も重々承知しておりますし、私どもも、ここには書いておりませんが、



そういうような問題の認識から、これについての安全面での運行管理という大事な点がお

ろそかになるという視点から、非常に問題意識を持って対応しているということでありま

す。これをどのように対策をとるかという具体的な今後の実効策を待鳥委員からのご指摘

で承ったというふうに理解しております。また、今後どのようにするかを検討していきた

いと思います。 

 デジタコその他のコスト負担の議論、これは委員がおっしゃった設備投資は会社の経営

判断で行うという点について、全く同感いたしますと言うと怒られてしまうかもしれませ

んが、そこをどのようにしていくかという点が問題になります。私ども行政も、どういう

切り口で行政支援ができるか。先ほど申しましたのは環境面での切り口で、経済産業省と

の連携で石特会計の中から予算措置を新規に入れております。財政をどこまで出せるかと

いうのは、私どものいわゆる国の立場からの１つの論理、理屈があります。その中で最大

限のことがどこまでできるかをがんばっていきたいと思いますが、今申し上げた点、コス

ト負担が誰がもつかという点まで含めて、非常に経営環境が厳しいという点は重々認識し

ておりますので、今後も一緒になってそういうような財政支援がどこまでいろいろなこと

ができるかということを勉強したいと思います。ご指摘ありがとうございました。 

○委員 それでは、８ぺージに関連しまして、別の角度からご提案申し上げたいと思いま

す。 

 ２つでありますが、１つは、どうしても安全あるいはサービスについては運転者にかか

ってくるわけですが、そこで各会社では、私も異業種から来て、安全教育とか、あるいは

安全委員会をずっと重ねてやってきています。その中でやはりいつも問題になりますのは、

徹底してやっていきますが、どうしてもいろいろな問題が出ます。それで、では、どうい

う人がタクシーのドライバーになっているかということで聞いていきますと、今はタクシ

ーは最後の職場ということで、いろいろなところを渡り歩いてきて、もうないからタクシ

ーの仕事と、こういう方が結構多いわけです。そういう方にいろいろ教えていくわけです

けれども、非常に難しいという点があります。 

 それで、よくよく考えていけば、タクシー産業をより発展させていくためには、やはり

人が一番問題になると思います。そういう意味で、今、東京、大阪あたりは地理も試験に

入っています。だから、試験のレベルをもう少し全国的にレベルを上げるべきだと思いま

す。そうしたら、本当にいい人材がくるのではないか。そこから、地理の問題もあります

が、人間性とか、そういうものも評価基準に入れてやっていく。これが１つです。 



 あともう１つ、これはまた別な観点なのですが、安全というのはやはり会社がドライバ

ーの方にいろいろお願いしていきます。そのときに、これはお客さんが満足する、満足さ

せるようにサービスとか安全をやっていくわけですが、では逆に、私たちは経営側ですか

ら、ドライバーの方が会社に対して満足に思っているかどうか。これをこちらとしての反

省として私は申し上げるわけですけれども、新しい仕組みを会社として、ドライバー、従

業員の方が満足できる仕組みというのが必要ではないか。といいますのは、やはり安全だ

けでは独立していないわけです。会社の一体感、すべてのものが一体になって事に当たっ

ていかないと成就できない。こういうことで、別の観点から２つ、質の問題と会社の従業

員を満足する制度、厳しくするということも、先ほどありました褒めるということ、推奨

するということ、プラス面を評価するという話もありました。そういう意味で、私として

はそういう面を進めていきたいということで２つ申し上げました。 

○委員長 ありがとうございました。それでは、どうぞ。 

○委員 リース制の問題でございますが、先ほど委員がお話しされました。これを進める

ことによって名義貸し、さらに、いわゆる運行管理者制度とか、そういったような利用者

のためにある新しい取組み、こういうものを阻害することになるので、私も委員と同じ意

見でございます。現に、こういう話がございました。これは社名は申し上げませんけれど

も、関西のほうのある会社でございますが、企業内個人を導入して自宅に車を持って帰ら

せる。一方、運行管理者の管理制度はどうなんですかと言ったら、それぞれの自宅に持っ

て帰った運転手に運行管理者の資格を取らせるからいいんだといった、詭弁といったもの

まで話に出てきておりますが、私は、先ほどの委員の意見と同意見でございます。 

 それから、デジタコ、ドライブレコーダーでございますが、現在、私どもの業界では、

これを全車両に付けるべく努力をいたしております。ただ、費用負担の問題として、委員

がご指摘されましたけれども、例えばデジタコ等の場合で、それによっていわゆる実車率

が上がるといったようなドライバーのほうにもプラスになる面が実はあるわけでございま

すので、そういう面は企業内の労使間でよく話をしていただくのが当然であろうと、この

ように考えております。 

 それからもう１つ、運賃制度でございますが・・・ 

○委員長 運賃はまだ・・・。 

○委員 リース制の問題と新メンの問題ですが、先ほどから委員が大分話をされています

ので抽象的な問題は除外しまして、現実に大阪で行われている今のいわゆるワンコインの



実態というのは、まず免許をいただいた段階での車両の導入というのが、自家用車を持っ

てきて、翌日、青ナンバーに変えているという実態があります。それと、全部が中古車で

ある。我々のところは廃車した車を全部使っていますと。今の新メンというのは、５台な

り１０台なり、１つの地域によって枠はありますけれども、これは規制緩和で車両が新車

でなければいけないということはないわけですね。我々の団体も新車を入れるということ

が前提になっていますから、新しく車を入れたら償却していく。そういう問題が１つ大き

な問題になる。 

 それと、いわゆるリースという形の中で、勝手な解釈で始められていて行政の方にも迷

惑がかかっていると思うのですが、いわゆる頭から２０万円というのが会社の取り分です

と。２０万円に対しては消費税を払いますと。あとは、仮に６０万円をあげたら全部自分

のものになりますよと。そのかわりあなたが上げたら全部自分のものになりますと。その

かわり、それでも安全管理、事故もすべて全部あなたの負担ですよと。社会保険ももちろ

んそうですね。全部負担だと。そして、４０万円が入ったような格好になっていますが、

これはみんなあなたの負担ですよと。これはテレビでも一昨日ぐらいにやったと思います。

平気でテレビに出ていましたね。その面については確定申告しなさいと。そういうことで、

ここ１年ほど相場は落ちてきていますから、それを受けた国税があるわけです。大阪のタ

クシー協会としては、その国税に対して質問書を出しております。今現在は確定申告は受

けないということを聞いていますけれども、どうも１年半ほどになりますから、その間に

受けている節がある。そういう実態批判が非常にある。 

 それと、運行管理とか、そういった利用を極めていくということですから、一切点呼は

やらない。この間、監査が入りまして車両停止を食らいました。それで、車両停止を食ら

ったその会社は、突然なくなっているのです。違ったところに新規で出てきているわけで

す。だから、そういう実態がある。非常に手軽にやりやすい規制緩和の中で、そういう方

向をうまく逆用している。それと、コインタクシーが現実にあるわけですから、そこは監

査もやるし、試験も厳しいわけです。ところが、そういったものが本来できなくなってお

ります。個人タクシーをやっていても、簡単に自家用車を持っていけば、登録して流して

くれるのではないか。後は自由だと。こういうような形というのはどこも認めていないと

思うのですが、勝手に企業内個人タクシーというのをうたってやっている。追いかけ処分

をやっても、これはなくならない。これは、こういった制度そのものをなくしていかない

と、タクシーとしては非常に難しいと思います。 



 それで、それに乗られた方の中でも、車両が非常に臭いと。というのは、寝泊まりしま

すから、そういう管理をされていないということですね。そんな車がしょっちゅう走って

いる。ある国会議員さんが乗って、おまえのところの車は臭くて乗れないということを言

っていましたけれども、結局、法人会社ではみんなそれぞれ消毒というのは全部機械を置

いてやらせているわけですから、そういったことが実際になされていないということです。

実態としては、放置された状態でやっている。それと、大阪で客引きをして警察に捕まっ

た運転手さんがおります。各社で捕まった人はみんなクビになっているわけです。そうい

った人たちがみんな集まっているのだということ。だから、そういうようを平気で行える

ということは、やはり規制緩和を悪用してやっている事業実態が、今、それが価格破壊と

いうことでやられる。真面目にやっていれば採算がとれなくなる。価格競争の中に入って

いく。これは、真面目にやっている事業者は採算がとれなくなりますから、大阪のサービ

スというのは、規制緩和以前等は、東京から来られた方でも、大阪はサービスがいいねと

いうことをよくお聞きしましたけれども、最近はそうではないです。今は本当にそういう

ことでやるし、サービスの教育をする、そういったことに人材をかける必要があるなら、

採算を合理化していかざる得ないというところにいっている。この辺の実態をひとつよく

お知りいただいて、やはりタクシーには通常の安全運行をし、そして快適な輸送をしてい

くための最低の原価というのがあるわけです。適正な原価を割ってやらせるということに

ついては、やはり厳しく、幾ら自由化といっても、そこは検証されるということがないと、

これからさらに悪くなるだろう。ただ価格だけが追いかけていくのであれば、タクシーと

いうのはよくなっていかないということがありますので、この会の中でその辺をお考えい

ただきたい。 

 それともう１点、これも大阪の実態ですけれども、先ほど事故の瞬間を写すドライブレ

コーダーの問題がありましたけれども、これにつきましては、大阪ではたまたま私どもが

担当して協同組合へ入れたのですが、８，０００台の車に全部装着しました。そして現在、

それがハイシセーフです。約５億かかっていますから、それはいわゆる交通共済というも

のをやっていますから、その中のお金で各社に貸付けをしていくという形を今とっており

ます。非常にいいことなのですけれども、お金がかかる。だから、ここに書いていただい

ておりますように、そうした補助金の検討をいただくということは非常に結構なことでは

ないか。これは、ぜひともひとつお願いをしたいと思っております。 

 ただ、我々の経験でもそうですけれども、最初は運転者も緊張しますから、３カ月ぐら



いは減るのです。そして、４カ月ぐらいになりますとまた戻ってくる。いかに各社の安全

管理、運行管理が必要かということは、つけたから大丈夫だということは言ってはいけな

いということは我々は承知しておかなければいけないだろう。これは、我々の側にとって

も、ある意味では事故が起きて、自転車がこけている、人が倒れている、これはタクシー

が悪いのではないかと。結果的に言うと、その瞬間を見て、倒れている人を見ればタクシ

ーが悪いのだろうということが今までしばしばあって、事故の解決の点はあったのです。

ところが、今は、タクシーの大半の事故は、６０何％は単車と自転車なのです。車対車の

事故というのは２０～３０％です。大体、自転車とカブが入ってきますから、あの事故が

大半である。そういう事故は明らかに今はわかります。そういったことがどこから飛び出

してきたというのもみんな写るようになっていますから、そういう意味では、我々のほう

が最初の第１原因になっていないということはよくわかるようにはなってきましたから、

ある意味では公平性が出てきたのかなと。証明できるものが出てきたのかなという面では、

当然必要なものだろうと思っていますので、先ほどもちょっとありましたけれども、最低

限残られた人がそういったところでは必要ではないかという気がしています。以上です。 

○委員 今、委員にほとんど賛成で、それで終わりそうなのですが、ドライブレコーダー

については、恐らく全員の立場を超えて、今、費用対効果も一番高い、そして社会的、世

の中的に非常に正しいことだというふうに私も実際感じております。委員がおっしゃられ

たとおり、万能ではないことは事実です。抑止効果は半年です。それ以降はもとに戻りま

す。しかし、最大のポイントは過失相殺、事故処理にかかるもちろん時間的な、そして精

神的な、意味のないやりとりというのが削減されて、保険会社がそれを一緒に見れば、よ

かろうが悪かろうが一発で決まる。それに対する費用対効果というのは大変高いと思いま

すので、もし今、助成があるのだとすれば、やはりまずここに投資していただくのが一番

いいと思います。これは全車につけておりますので、恐らくデータ的にもきちんと示せる

とは思いますので、必要であればまたご披露させていただきたいと思いますけれども、こ

れは開発者のオージミさんに本当に感謝というふうに私は考えております。これが１つで

す。 

 それから、デジタルタコグラフ、このあたりも当然あるのですけれども、やはり事実を

突き詰めていきますと極めてシンプルでして、どうしても多発車が２・８の割合というか、

多発車が最終的には起こしているということが一番重要な事実だというふうに私は認識し

ています。もちろん多発車じゃない人も起こすのですけれども、事故の大半は多発車から



起きていて、しかし、それが事前に止められないというのは、その兆候だけで何らかの、

例えばそのドライバーを乗せないようにするような仕組みが今ないのです。それを強制し

ようとすると、どうしてもいろいろな壁が立ちはだかっていて、わかってはいるけれども

止められない。ここさえ何とかできれば、かなりの部分、事故というのは減っていくので

はないかというふうに私は思っています。これは会社の中でもできていませんので、私の

案ですけれども。 

 圧倒的に、例えば過去１年間に３回、４回、これは第１・第２原因にかかわらず、起こ

したら自動的にリストアップされる。それだと当然隠す部分もできると思いますので、例

えば東レ協なり、アドバイザーの５０人いるうち１０人を危ない運転をするドライバーを

検知するような役割にする。それを何らかのタクシーセンターの専門審判員が実際に同乗

指導してみて、やはり危ない運転というのは明らかにプロが見ればわかる。これは絶対起

きるなという運転があるのです。結局、その人は大きな事故を起こさないと排除すること

ができない。彼にも生活がかかっているわけで、当然、組合もそれは守らなければいけな

い。このあたりが難しいところなのです。ですから、これを過去２～３年バックデートし

てみると、重大事故を起こした人のうち、もしそういう措置をすればどれぐらい防げたか

というのを事実データとして分析すれば、恐らく１つ方向性はあるのではないか。そこを

やれば、結局、今回の改正も、より再犯に厳しくという方向ですので、会社に再犯に厳し

くというと、結局、会社も次は乗務員さんに厳しくということになるのですけれども、最

後の出口のところは、どう一番下の人を排除するのか。これはどうしても会社とか組合と

か、そういうことの絡みでブレますので、一番上が正しくても、下の出口がブレてしまう

と意味がないのです。ですから、それは自動的に何回かやると浮かび上がってくるような

仕組み、そして、どこで線を引くかというのはきちんとして、タクシーセンターなりのラ

インづけ、そして最後は人が乗って危ないと判断するというしかないのではないかという

ふうに思います。このあたりが費用対効果と言うのは変ですが、そうしないと、今、余り

にやることがあり過ぎますし、会社も利益がない、労働者も逼迫しているという中で、や

はりやるべきことは１００個、２００個あると思うのです。問題は、その中のどれが費用

対効果が一番高くて、そこに資金を集めて打ち抜くかということで、これを考えますと、

私は今の２点ではないかというふうに感じました。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。３名で一応このセクションは切らせていただいて先

へ進みますが、委員、どうぞ。 



○委員 リース制の問題について意見を申し上げたいと思います。道路運送法の３３条に、

いわゆる名義貸し事故の実態というものが明らかになれば、当然、名義貸しはだめという

ことで市場から出ていただくということは当然なことだというふうに私は思うのですが、

そのようにしなくてはいけない。同時に、この間、京都のＭＫのリース制問題もありまし

て、一時、いいリース、悪いリースというような論議がなされ、行政のほうもそれに近い

ような発言をちょこちょこ言った経緯を私記憶をしているのですが、少なくとも今の時点

でリース制、あるいは企業内個人タクシー問題について論じるということは、この委員会

のテーマにもなっていますタクシーサービスの将来ビジョン、タクシーの今後のあり方、

将来像との関わりで、この問題については明確な回答を示しておくべきだというふうに私

は思っております。 

 率直に申し上げますと、道運法３３条に触れればだめと。では逆に、形式的に雇用契約

があり、かつ運行管理がきちんとされているような括弧付きリース制であればよしとする

のかという問題が残るわけでありまして、私は、７ぺージの問題点の中でも指摘されてお

りますように、ここでは形式的な雇用関係はそっくりそのままだというふうに思いますし、

かつ運行管理が適切になされていたとしても、この種のシステムはタクシーに持ち込むべ

きではないというふうに考えます。 

 なぜかというふうに申し上げますと、いろいろな形でのリース制なり、企業内個人タク

シーがあるという説明がありましたけれども、突き詰めて言いますと、要するに経営者は

企業努力をする必要のない、そういうシステムのもとで事業を行うことができる。これは、

個々の運転手からリース料をもらうわけですから。あと、その本人がどれだけの売上を上

げようが上げまいが、これは全く関係のないことでありまして、とにかく個々人からリー

ス料をいただく。つまり増車、増車の中で確実に事業が大きくなっていくわけですから、

道運法の目的からして、いわば車両の貸出し業みたいなものですね。倍々ゲームでとにか

く貸していくという事業の中で、いわゆる括弧付きタクシーという形で事業をやっていく

というようなシステムが、本来あるべきタクシーというものとの関係でどうなのだろうか

というふうな気がしているのです。いつも言われますように、運収からリース料と走行経

費、変動経費を引いた残りが自分の取り分ということになるわけですから、当然そのシス

テム下にある労働者というのも労働者意識というものがない。基準法や、いろいろなもの

に対する権利意識も薄れていく。ややもすると、これは実際に大阪で起こっていることで

すが、自分が括弧付きの個人タクシー、自営業的な意識を埋め込まれて、何かしら違う形



での個人タクシーをやっていくような中で、本当の意味で今の安心や安全輸送、あるいは

社会的責任が果たせることになるのかという面では、非常に疑義を感じております。 

 したがいまして、法律上の解釈も当然必要なのでしょうけれども、そういうシステムを

今後容認していくのかどうかという点で、政策的な方向でこれははっきりさせたほうがい

いと私は思っていまして、これは認めるべきではない。仮に認めるということになります

と、どの経営者もこの道に走ることは間違いありません。そうなってきますと、率直に申

し上げますけれども、事業者にあって事業者ではない。つまり運転者にとっては、中間搾

取をするだけの存在ですよね。本来の法人企業としての存在を自ら否定するものだという

ふうに私は考えておりまして、そういう方向に動かしてはならないというふうに思ってい

ますから、この辺は明確にしていただきたい。少なくとも、これまで法人企業は長い歴史

の中で非常にすばらしい役割を果してきたわけですが、今、改めて法人企業の意義と役割

を改めてと問い直していただく中で、どういう方向での事業を突き進むべきであるのかと

いったことも大きな課題だというふうに思います。 

 最後です。ワンコインとか、いわゆるリースなどが市場を席巻していく流れというのは、

はっきり言いまして悪貨は良貨を駆逐する、そういうことが熾烈になっていくということ

を示しているわけですから、私は少なくとも、当初、規制緩和の目的の中での期待された

事態とは全く逆の結果としてあらわれる、そういう危機意識といいますか、問題意識も持

ちながら、今後どうあるべきかということについても、いろいろな議論の中で私自身も必

要な意見を申し上げていきたいというふうに思います。以上です。 

○委員長 ありがとうございます。それでは、委員、どうぞ。 

○委員 私のほうから、ドライブレコーダー、デジタルタコグラフの問題でありますが、

先ほど東京のほうでは装備云々とありました。今朝ほども委員のタクシー会社さんを利用

したのですが、ドライブレコーダー、デジタルタコ両方装備していますね。さすが東京の

大手は違うなとうらやましく思いました。地方の業者にとりましては、デジタコは２０数

万らしいのですが、ドライブレコーダーは６万台という金額で、これは必要性を痛切に感

じております。特に、残念ながら、正月早々、死亡事故がありましてお詫び申し上げます

けれども、その場合も乗務員がお客さんを乗せて、出勤間もなくでありますが、横断歩道

を赤信号で渡ってきて衝突ということだったのですが、目撃者がいない。そういうことで

今、警察当局も判定に苦しんでおります。そうした場合、ドライブレコーダーは前後１８

秒間映像を見られるわけですから、これははっきりわかるわけであります。やはりそれは



必要性、ここに警察庁の資料も載っておりますが、ただ、普及率は遅々として進まない。

それは、いわゆる地方は消化能力、出費、負担の問題がネックになっております。 

 デジタコのほうは、助成措置が多少なりともあるようでありますが、ドライブレコーダ

ーのほうはないと思っております。６万台、これが助成措置があるならば、限りなくそれ

が普及、そして、いろいろな事故防止、また悩ましい事故の解明がなると思いますので、

補助措置をぜひともお願いしたい。強く要請・要望します。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。それては、委員、どうぞ。 

○委員 私のほうから、いわゆるリース制（企業内個人タクシー）についてというふうに

なっおりますが、結論を先に申し上げますと、「個人タクシー」という名称を名乗っても

らいたくないというふうに思っています。というのは、我々が個人タクシーになるには、

法令試験、あるいは地理試験をクリアして、それも９０％以上の正解率がないと参入でき

ない、合格にならない。どの業種においても、９０％の正解率を求められるというのはほ

とんどないと思うのです。そういったことをクリアしてきてこの業界に入ってくるわけで

す。それと同時に、参入に対して３５歳以上、６５歳までという制限がございます。それ

と、１４年の２月１日から施行された中で、今度は定年制というものが浮上いたしまして、

更新する場合には７５歳の誕生日の前日まで、そのような条件が付されているわけです。 

 もう１つは、先ほども申し上げましたように、許可あるいは認可には、いわゆる期限と

いうものが設けられておりますから、一度合格された場合には永久にということではない。

それぞれ１年、３年、５年というふうにしていて、なおかつ、１年間の期限を課されたも

のは、５年連続すると事業の免許の取消しという厳しいものをクリアして初めて「個人タ

クシー」という名称を名乗れるわけです。ところが、ここで言うところの企業内個人タク

シーは、そういったものは一切関係ない。だから、むしろそういう意味では存在に丸っき

り違うから、名称を使ってもらいたくない。むしろはっきり、いわゆるリース制名義貸し

タクシーと言ってもらいたいぐらいです。だから、「個人」は今後使ってもらいたくない

というのが我々業界の偽らざる気持ちでございますので、その点、使い分けはきちんとし

ていただきたいというのが私のお願いでございます。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。では、言葉の使い方は少し考えてください。 

○旅客課長 十分注意したいと思います。 

○委員長 では、時間の問題がございますので先に進ませていただきますが、メインが主

題の最後ですけれども、「多様なサービスに対応した運賃の在り方」ということで、これ



も簡単にご説明ください。 

○旅客課長 それでは、運賃の関係につきまして簡単にご説明を申し上げます。 

 もちろん、運賃の議論でございますから、皆様方の大好きな議論でありますし、一方、

利用者からしてみれば、お支払いする利用者がどこまで負担するか。双方にとって非常に

大事な点であります。これにつきましてご説明を申し上げます。 

 １ですが、運賃制度の概要。今はどうなっておりますかというと、タクシー運賃は区域

でグルーピングして運賃ブロック、全国に７９ブロックございますが、これをベースで一

応考えてやってきております。これは経緯もいろいろございますけれども、同一地域・同

一運賃という厳しい認可制のもとでやってきたという経緯があります。改正道路運送法上

は、これでも上限認可ではなく、個別の認可という形になってございます。 

 （２）ですけれども、距離制の運賃ということで、ご案内のとおり初乗りがあって加算

されて、時間距離併用という形になっていくというやり方でございます。これが一般的に

通常利用者が流しなども含めてやっているもの。２番目が時間制の運賃。営業所で時間制

の運賃の特約でやっているケース。特に、これは観光地の収容はもちろんですけれども、

冠婚葬祭のような、あらかじめわかってやるような運賃、これは距離制によりがたいです

から時間制で行っております。ここが１時間までと加算がこのように決まっている。もう

１本、３番目に定額というのがあります。定額というのは、あらかじめ額を決めて行う運

賃で、東京地域ですと、ご案内のとおり、成田空港に行くまでに東京の都市内をＡ地域、

Ｂ地域と分けて、そこから空港へ行くために幾らとあらかじめ事前に金額を決めておく、

こういうような運賃。あと、１６ぺージにイベント、観光と、このようないろいろな運賃

がございます。 

 あと、３番、運賃の割増ということ。これも皆様方が利用されるケースでご案内のとお

り、深夜・早朝割増というものがございます。基本は２割という形になっておりますが、

政令指定都市では１１時から適用という形になっておりまして、東京、横浜など首都圏に

おいては３割増という形になってございます。 

 ４番、運賃の割引。これは公共的な性格から、いろいろ割引が行われている身体障害者

割引１割となっております。あと、遠距離割引。大阪地区の方がいらっしゃいますが、評

判が余りよくないのですけれども、遠距離割引というものが②でございます。これも割引

でございますが、割引という内容を私どものほうが道路運送法に基づきまして認可をする

という仕組みに今もなってございます。あと、営業割引。回数をされる方の割引などがご



ざいます。 

 ５番目の料金というのがあります。これは①で待受け、待たせた場合に適用される料金。

あとは、２番目が迎車回送料金。あとは、サービス指定予約料金などということで、サー

ビスとしての対価というものがございます。こういうような仕組みがございます。 

 １８ぺージに、タクシーの運賃の関係でございます。基本的に、利用になってきている

という点の代表的なもの、①で、いわゆるワンコイン運賃。これは東京でも走っておりま

す５００円で設定をして小型を利用してやっている運賃などがあります。これは個別に認

可をしております。②５，０００円超の運賃を５割引とするという遠距離の割引というも

の。３番目は、いろいろな回数割引であるとか、４番、これは利用者利便になるようなき

もの割引。これは、アイデア勝負でいろいろやっている点でありますとか、妊婦割引のよ

うに母子手帳を持っている方に適用しているもの。５番目、これは需要促進的なものとい

うことで進められている部分でございます。こういう面が多様にご努力の結果進められて

いる部分だろうと思います。特にこれは利用者サイドからいろいろなニーズがあるものに

対応しておられるという点だと思いますし、利用者から、どんなアイデアがあっても絶対

にそれに応えるのだと取り組まれている事業者もいらっしゃいます。 

 １９ぺージ、タクシーの運賃の設定の方法でございます。これは内容的に道路運送法の

仕組みでございますから、関係の方々はご案内のところですけれども、簡単に申し上げま

す。 

 まず、（１）タクシーの運賃の設定ですけれども、営業費にいわゆる適正な利潤を加え

た総括原価ということで運賃が決められるという形になっております。 

 （２）それは個々の事業者単位ということが考えられますが、ただ、これはタクシーに

つきましては、運賃ブロックの中で考えを行ってやってきております。個別の認可の運賃

の考え方として行ってきております。ですから、ここは標準の原価という平均原価を算定

してやっております。ですから、コストがかかり過ぎている非効率経営のタクシー会社の

方が、そのコストを賄うために運賃を設定するというような考え方はとられず、そういう

方々はむしろ実績よりもコストが低く計算されますから、より効率化を進めないと事業運

営が成り立たないということで、経営効率化を促す仕組みというような形をとっておりま

す。 

 ２０ぺージ、自動認可運賃制度という仕組み道路運送法の中でとっております。実は考

え方は、これは道路運送の中の基本的に流し営業などが中心で、利用者はどのタクシーを



選択できるかというのがあらかじめ確実にはできないようなケースが比較的広範に行われ

る。そういうようなことから、利用者にとっても、初めの運賃と後で追い越されるという

ような、追い抜き的なことにならないために、自動認可運賃ゾーンというものを私どもは

つくっております。先ほど申し上げました標準的な原価の中から考え方を整理し、これを

あらかじめ公示をしております。基本的には１割、１０％の枠になっておりまして、これ

は各地域ごとに決めております。この中で自動認可の上限と下限というものがございまし

て、その中に当たるという内容の申請がなされる方については、ここについては添付書類

など、原価計算書の添付を省略して、速やかに認可、即ち自動認可という形になっており

ます。この下限を割れている運賃については、道路運送法に基づき、不当競争を引き起こ

すおそれがないかという点の認可基準に基づき、個別に審査をしてきてございます。先ほ

ど申し上げました各種の割引の部分について、この下限を割っているものについては、こ

のように個別審査で考えて対応してきております。 

 ２１ぺージ、論点であります。これは利用者がタクシーを事前に選択することが困難な

場合が多うございます。ですから、降車の際にしか運賃が明らかにならないということが

あります。これは八田先生からもいつもご指摘いただいておりますが、利用者が安心して

利用できる、わかりやすい運賃であることは利用者にとって非常に重要な点ではないか。

一方で、創意工夫を生かされるという仕組みはやはり必要であると思います。 

 ２番目。一方、付加価値の高いサービス。サービス内容が近年、非常に付加価値の高い

ものを求める。それに相応するコストは支払うという利用者が増えてきております。です

から、そういうものについて、そこを容易にするような仕組み、逆に言えば、サービス向

上のインセンティブを付与するというようなことが必要ではないかというのが２点目であ

ります。 

 ３番目。先ほども議論が出ておりますが、タクシー運転者の賃金体系は歩合制が主流で

ございますから、過度の運賃値下げ競争を行った場合は、収入源がドライバーの労働条件、

給与にそのままつながるということが想定され、それがそういうことになります。ひいて

は、安全で良質なサービスの提供に影響するということが非常に重要な点でございます。 

 ４点目、介護タクシー、あるいは、いろいろなマーケットによって、特殊ないろいろな

分野において、サービス内容に応じて行う介護タクシーなどについては、運転者に時間的

な制約があるような運送でございます。これは、その前後にいろいろなサービス内容を伴

うし、時間的にも読めないというようなこともあります。こういうことについては、歩合



制ではなく、固定給とするということも考えるということが一案ではないかと思います。

このような取組みがなされている事業者さんも一部いらっしゃいます。 

 最後の点、利用者にわかりやすい運賃という点がございます。委員からもいろいろござ

いましたが、あるいは、ほかの方々からも、利用者にとってわかりやすい運賃にしていく

べきではないかという点であります。ここで時間距離併用制の運賃というものについて、

同じところに行くときに、その状況によって変わるというようなところがあります。です

から、こういう点についての考え方をどのようにするか。あるいは初乗りの運賃、その後

加算運賃。これだけデジタル化が進んでいるときに、カチャッと当たって、あとはその部

分お金が８０円プラスになるという点について、言葉は悪いですが、利用者にとっての損

した感みたいな感じがあると思います。これは私の持論ですので・・・。そうすると、１，

０００円出して２０円お釣りというときも、２０円はいいと思うのだけれども、絶対上が

った瞬間は２０円お釣りと、人間というのはさもしいもので、そういうようなことがある

というようなことを私以外にもよく言う人がおります。こういうようなところについての

考え方を、利用者の視点から、私もヘビーユーザーでございますので、一ユーザーの立場

からも考えていくということはやはり必要だと思います。そのためにコストがどのように

かかるかどうかは、では、それをどう解決するかだと思います。だから、ＩＴを活用して

事前に運賃がわかるようなサービスの実施が可能になるような運賃体系、これも意欲的な

一部事業者が、このあたりはＩＴを利用して事前に運賃がわかるような仕組みを導入した

い、このように言っておられる方もいらっしゃいます。現に１つのプランニングがござい

ます。こういうようなことも考えて、利用者の利便に供するような内容という面を進めて

いくということが、実際はタクシーマーケットが利用者に支持され、そのパイが広がると

いうことにつながっていくのではないかという点が論点であります。 

 運賃の議論ですから、皆さん、いろいろな視点からあろうかと思いますし、一番関心事

だろうと思いますので、いろいろ闊達なご議論をお願いしたいと思います。 

○委員長 ありがとうございました。今、１１時５４分ぐらいですけれども、今日のお約

束は１２時半までということで、少し長めにお時間を取っていただいているのですが、運

賃の議論を１２時１５分ぐらいまでして、あと残りをまた全体の議論に充てたいというふ

うに思います。時間に制約がありますのでちょっと窮屈になりますが。 

○委員 レジュメを出しておりますので、それについて簡単に説明をさせていただきたい

と思います。 



 要点だけ述べますが、最初のところでは、先ほどありましたけれども、やはりタクシー

運賃は経営基盤にとって非常に大事なものですので、安易な値下げとか、過度な値段競争

は避けなければならないと思っています。ただ一方で、現状のタクシーの稼働実態と利用

者とのニーズがマッチングしていない部分がありますので、その辺で研究をして運賃を変

えていくことも考えていかなければならないと思っています。 

 １番は、車両の運行状態の分析ということで書いていますが、図１は当社の事例ですの

で、地方によって、あるいは会社によってかなりまちまちだと思います。このように、例

えば当社の事例で言いますと、１１時台がピークになりまして、ここは需要と供給が逼迫

をしております。ですから、この時間を仮に値下げした場合には、その分だけ収入が減る

ということになります。ただし、その他の時間については何らかの措置をして、利用者が

増えた場合には多少値下げをしても、トータル的に売上が増えるということも考えられる

ということです。 

 それから、次のぺージの上の図２ですけれども、これも会社によって違うと思いますが、

当社の場合ですと、実車率は４０数％ありますけれども、実際には停車をしている時間が

あります。停車と休憩と合わせますと大体半分ぐらい占めますので、実際にお客様が乗っ

ている時間というのは全体の２０％しかないということです。 

 それから、タクシーの売上を構造的に分解をしてみますと、その下の式になりますけれ

ども、平均走行測度×実車率×走行時間率。「走行時間率」は私がつくった言葉ですけれ

ども、勤務時間に対してどれぐらい走行しているかということですが、掛けるキロ単価、

労働時間ということになります。キロ単価は、まさに運賃で決まってきます。それから、

平均走行測度はコントロールできるものではありませんし、渋滞の状況とか、そういうこ

とで決まってきます。こうやって見てきますと、仮に先ほど一番忙しい時間帯を見た場合

に、ある程度の限界がくるということです。今のような渋滞がひどい状況になりますと、

幾らお客様がいても、ある程度以上は売上は上がらないということです。こういった実態

もあります。 

 表１は、乗務員ごと、あるいは時間ごとにこの辺の数字がどのようになるかというのを

とっています。一番下にありますけれども、一番忙しい時間帯は走行時間率が７５．８％

になっていますが、ほとんど止まっていない状態で売上が上がっているということです。

この辺が時間ごとに刻々と変わってくるということで、基本的には休む暇もないような体

系に持ってこれれば売上は上がってくるということです。 



 その下の図は、実車率を考えた場合には、介護タクシーの事例がそうなのですけれども、

完全に予約制で全部お客さまを埋めた場合でも、その絵にあるように、実車率というのは

３分の１にしかならないということです。実車率が５０％とか上がるのは、帰りの空車を

利用できるとか、そういった流し営業で達成できるものであって、これは必ずしも完全に

お客さまの予約で埋めたら実車率が上がるかというのはまた別の問題で、走行時間をどれ

ぐらい上げることができるかということです。その辺を考えていかないといけないという

ことです。基本的な構造についてです。 

 その次のぺージで、タクシー運賃のあり方ですが、全体的な考え方としましては、基本

運賃につきましては、燃料費の高騰とか、コストの上昇に応じて、ある程度は増減できる

仕組みが必要ではないか。今は７割ちょっとないとできないとかありますけれども、航空

業界のように、基本運賃については多少の増減は必要ではないか。ただし、時間帯ごとに

需要の差があるところについては、別の需要拡大の割引制度等を考えていかないといけな

いのではないかということを書いています。 

 ２番のところは、先ほどありましたが、時間距離併用運賃というのは、普通は公共交通

機関、鉄道等は早く到達できるほど高くなるのですけれども、タクシーの場合は、早く到

達できるほど安くなるという変なことがある。それから、将来的に運賃を予告できる制度

をとるためにも、どうしても時間が入ってしまうと予測できないということで、その辺は

変えるべきではないかということを書いています。 

 それから３番目、自動運賃認可枠がありますけれども、これはそんなに強くは思わない

のですけれども、用途に応じて今は大きい車ほど高く取るというのは、サービスの内容に

よっては逆の場合がありますので、その辺で多少弾力性を持ってもいいのではないかとい

うことを書いています。 

 その次のぺージは、例えばターゲットを絞って、どんな割引制度があるかというのを考

えて進めるべきではないかということで書いています。一番下に割増についても書いてい

ますが、多少の割増についても考えていくべきではないかということも書いています。 

 最後のぺージは、当社が今行っている割引制度を羅列しておりますけれども、基本的に

は新しい需要を拡大して、トータルの収入を上げていくということが目的です。ですから、

過度な競争をして下がるとか、そういうことになったらやはりやめるべきではないかと思

っています。当社が取り組んでいるものは、ほとんど隣の他社が導入しても当社にとって

は影響はないというものです。なぜかというと、このサービスはそれぞれその会社を選択



しないと得られないサービスですので、そういうことでは、まず会社選択があってからこ

のサービスを受けるということですので、接客態度とか、そういったものがある程度優先

するというふうに私は思っていますので、そういうことも考えてやっていくべきではない

かと思っています。済みません、長くなりました。 

○委員長 ありがとうございました。時間がなくて恐縮ですが、委員。 

○委員 簡単に申し上げます。タクシーの運賃というのは、私は本当にシンプルが一番い

いだろうと思っております。ですから、今でも同一地域・同一運賃というのが利用者にと

って一番よろしいのではないかというふうに思っております。しかし、時代の流れもござ

いますし、２１ぺージに論点整理ということで書いてありますが、大方こういう考え方で

構わないと思うのですけれども、今、貞包さんから時間距離併用運賃については要らない

のではないかというお話がございましたが、この時間距離併用運賃を入れたというのは、

やはり１つには、昭和４５年に非常にタクシー事故が多くて、この事故の原因というのが

働くドライバーの焦りとか、そういうことでどうしてもこれを入れざるを得ないというこ

とで入れた経緯がございますので、もしこれをまた外すと、とてもじゃないけれども、先

ほどドライブレコーダーとか、デジタルタコだとか言われて、そういうものもやっていか

なければいけないのですけれども、またもとへ戻す話になりますので、私はこれは大都市

としては時間・距離併用運賃については、これは利用者の方にとっては大変申しわけない

と思っておるのですけれども、やはり安全の確保という観点からもご理解いただかなけれ

ばしようがないなというふうに思っております。以上でございます。 

○委員長 ありがとうございました。委員、どうぞ。 

○委員 簡単に申し上げます。多様なサービスに対応した運賃のあり方でございますが、

私も基本的には同一地域・同一運賃が利用者のためにも一番安心だろうというふうに考え

ております。 

 併せて、メーター表示というものはひとつ維持してほしい。規制改革会議で先般、相対

運賃というような話がちょっと出たように聞いておりますが、これはまさに戦前の１円か

ら５０銭、３０銭まで下げられたというようなことに相通ずるわけでございますので、こ

れは絶対に反対でございます。 

 それから、運賃の割引の中での大口割引でございますが、大口割引の通達には３割まで

下げられるということを言っておられるわけでございます。あれをお得意さまがご覧にな

ると、３割まで下げられると書いてあるのだからそこまで下げろという非常に強い要請が



あるわけです。お客さんからそういった要請が出てきますと、力関係から言って事業者は

非常に弱いのでございまして、ああいったような大口割引はしかるべくそれぞれのグルー

プなり、あるいは会社なりで考えるべきことでございましょうし、それを役所の通達の中

に何割というようなものを入れるべきではないと、このように私は考えております。 

 それから、時間距離併用メーターというのは、東京の例ですが、あれによって事故が大

変減りました。したがいまして、時間がかかって運賃が高くなるというのはよくわからな

いという貞包さんのお話でございますが、その分は安全輸送で、安全性を買われるという

ふうにご理解いただいてもよろしいのではないかと思っております。 

○委員長 ありがとうございました。 

○委員 いろいろ論点が出ていますけれども、基本的に方向性としては賛成の立場なので

すが、ただ、今の制度の運用ということを見てみますと、規制緩和前のタクシー運賃のあ

り方、制度を引きずっているという感じがしてならないのです。規制緩和されたのに、実

際の運用は規制緩和前のままになっている。１つは、先ほど来出ているように、創意ある

工夫に対して上限改定しようとしても７割が必要だといったように、やはり規制緩和にな

って本当にうちはいいサービスをしたい、あるいは安全投資やサービス投資したいのだと

いうことに対して、それが可能になるような運賃の改定のシステムをつくるべきだと思っ

ていますので、今の運賃改定の７割要件というのは大幅に見直すなり、引き下げるなり、

撤廃するなりしないといけないのではないかというふうに１点考えています。 

 それと、ここにきて緩和前の制度を引きずっていることがいろいろな問題を醸し出して

いるわけですから、制度上、この委員会の中で抜本的な見直しについて合意形成ができれ

ば一番いいのではないか。ゼロから出発するぐらいのつもりで運賃の制度の見直し、運用

の見直しをやっていただきたいと思っています。規制緩和以降、多様化というふうに言わ

れていますけれども、実際多様化したけれども、その中身は単なる運賃の切り下げ、値下

げでしかない。安売りにしか走っていないという一辺倒なのです。そんなことが本当の多

様化になっているのだろうか。あるいは、サービスの向上につながっているのだろうかと

いうことについては、大きな疑問を持っています。東京で言えば、今の２キロ６６０円、

大阪もそうですけれども、それは１０年前に４０時間に向けて、４０時間までいきません

でしたけれども、４２時間にするときに運賃改定をして、労働条件として設定された運賃

だと思うのです。それを切り下げるということは、運転者の労働条件を切り下げていいで

すよということにほかならないわけです。そういったことが今まかり通ってきたのがこの



間の経過であるわけですし、コトスの７５％を人件費で占めているときに、本当にそうい

った安売り競争が安全を確保できるのかということについては、先ほど来の議論はもう少

し詰めていく必要があるというふうに思っています。 

 それと、歩合給の構造がある限り、それを放置する限りは、運賃をどんどん自由化して

いけば安売り競争は際限なく続いていくでしょう。どんどん賃金に転嫁をしながら際限な

く続く、それが大阪の実態だというふうに思っています。運賃は、賃金や労働条件と連動

していますので、適正な運賃の水準ということについては、やはりこれはある意味では行

政的な統制があってしかるべきだと。タクシーの運賃というのはそういう性格を持ってい

るということについて、改めてこれは認識をはからなければいけないのではないかという

ふうに思っています。今でも上限改定のときに、標準事業者の標準原価という考え方があ

るということは、やはり適正なポストということについて国交省もきちんとそれは認識を

されているというふうに私は思っているわけです。そういった考え方があるのであれば、

今の標準原価なり標準コストということについて、それをきちんと明示をした上で、今は

自動認可となっていますけれども、それを基準にして上限何％なり、下限何％といったよ

うな枠をつくって、そこできちんと競争しようではないかと。下限をきちんと明確にして、

これ以下は認めない、ここ以下になればコスト割れになるのだから、標準的な原価からこ

れ以下は認めない。上限もそうだと。そこをつくった上で公正な競争の条件を整えてやる

ということがこれからのあり方としては必要ではないかというふうに思っています。 

 今の状況の中では、架空の需要見込みを前提として、幾らでも安い運賃が認可になって

いるという実態があるわけです。あるいは安い運賃に対して、労務コストについての労働

者の同意も、誰がハンコをついているかわからない。私も何遍も、誰が判ハンコをついた

のか見せてくれと言ったけれども、一切公表されていません。やはりそういった問題があ

る以上は、きちんとした標準的な運賃と公正な競争の範囲をきちんと認めるべきではない

かというふうに思っています。 

 それと同時に、先ほど来、課長も強調されていましたけれども、運賃の体系については、

これも抜本的に工夫をして見直したほうがいいというふうに私も思っています。それは初

乗りについても、事後についても、やはり利用者が乗りやすい、選考しやすいというか、

好まれる体系に変えていく必要はあるだろう。刻みの問題で、やはり乗り捨て感について

の問題は出てきます。今でも運転者は、止まってカシャッと上がったときに非常に申しわ

けなさそうな気持ちになって、おまけしているようなケースもたくさんあるわけです。そ



ういった運ぶ側も利用者にとっても余り好ましい思いをしなくていいような、そういう運

賃のあり方について、刻みなども昔のような機械メーターでなしに電気メーターになって

いるわけですから、どんな工夫でもできるというふうに思っていますので、そこのところ

は抜本的にやってもらいたい。ただし、切り下げということではなしに、適正な運賃水準

でやるということを前提に、そういう体系も見直していくということでいいと思います。 

 それからもう１つ、時間距離併用制の問題ですけれども、これは地域性があっていいと

いうふうに思っています。やはり労働条件、コストで本当に渋滞で走れないようなところ

は、これは都市構造の問題から解決しなければいけませんけれども、地域性があって、本

当に渋滞なんか発生しないようなところではそんな必要性はないかもしれませんけれども、

大都市部でまだまだ渋滞が激しいようなところで、安全な運転を担保する上では不可欠な

問題だというふうに思っています。東京だけで見るとか地方だけで見るということではな

しに、運賃の問題はやはり地域性も加味しながらやっていく必要があると思っています。

今、豪雪ですけれども、これはＮＰＯの問題の小委員会でも言いたかったのですけれども、

今、豪雪のもとで福祉タクシー、介護タクシーをやっている人たちは、ジャンパーに着替

えて、長靴を履いて、スコップを持って、いわゆる寝たきり老人のところなどに門まで掃

きながら、除雪しながら輸送に従事しているわけです。そんなコストは運賃の中に含まれ

ていないのです。東京からだけ見てはだめだというふうに思っているのです。そういった

運賃の多様性であれば私も賛成だというふうに思っています。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。では、委員、どうぞ。 

○委員 あと数分しかない状態になってきましたけれども、私は運賃の問題は、今、委員

のほうからも出ていましたが、もっともっと検討する必要があるので、ぜひ時間を取って

いただきたいということを第一に申し上げて、その上で、消費者というか、利用者がなぜ

タクシーに乗るかといったら、安全であること、迅速に目的地へ連れて行ってくれること、

そして、バスにはない、電車にはない何がしかのサービスというものも求める人もいるか

もしれないけれども、それに対して対価を払うのだと思うのです。それに対して対価を払

って、今、時間がないのでもっともっとたくさん言いたいことはあるのですけれども、端

的に１つだけ申し上げます。 

 私は、ここ半年以上、タクシーに乗ったとき、領収書を集めることにしたのです。領収

書を集めると、初乗り運賃２キロ６６０円とか、時間距離併用運賃幾らなどという領収書

をもらったことは私はございません。私が乗るタクシーがたまたまそういうタクシーであ



ったのかもしれませんけれども、大抵、合計が幾ら、それと毎度ありがとうございますと

いうのと電話番号とタクシーの名前が書いてあれば上等なほうで、それすらも書いていな

い、数字だけが書いてあるのと、何とかタクシーと書いてある、ほんの小さな、うっかり

すると失ってしまうようなレシートをいただくこともありますけれども、そうしたサービ

スに対して、では消費者、利用者は余りにもタクシーのことを知らないと言われることが

何度もありますけれども、いつも私が言っていることですが、情報提供が十分なされてい

ない中で、この運賃を適正な運賃であるとか、適正な運賃でないということに対して、せ

っかくの機会を与えられたのですから、もう一度時間をかけて見直しをしたいと思うので

す。私としては、時間距離併用運賃の理解が非常に難しいという人が多いということを申

し上げておきます。 

 それから、ちょっとだけ戻らせていただきたいのですけれども、これも皆さんにぜひお

考えになっていただきたいと思うのです。さっき安全性のために機械を導入するという、

１つ問題が前へ戻ってしまって誠に申しわけないのですけれども、それは私、委員長が時

間を切っていたものですから発言できなかったのですけれども、機械を導入するのをぜひ

税金でやっていただきたいというふうな傾向の発言がございましたけれども、果して安全

を売る商売が、その安全のための設備投資を税金なのかというのも、全額がとか、いろい

ろあると思うのですけれども、これもぜひもう一度検討する時間を与えていただきたいと

思います。 

 ごめんなさい、時間いっぱいだと思います。まだまだ言いたいことがありますけれども、

済みません。 

○委員長 司会者不手際で申しわけございません。 

○委員 私も３回出させていただきまして、非常に似ているなと思うのは、旅行業界と同

じでして、やはり旅行業界も規制が実質的にはありませんから、新規参入が非常にしやす

いということで、今、１万１，０００社が大中小入れ乱れている。というよりも、中小の

ほうが多いのですけれども。その結果どうなるかというと、やはり価格競争なのです。よ

く新聞でご覧になってわかりますように、北海道２泊３日で２万９，０００円とか、この

世界でやっているわけです。しかし、生きていくためには何かしなければいけないという

ことで、実は今のこの業界の労使関係と同じように、旅行業界も同じような悩みを抱えて

います。しかし、生きていくためにはやはり何か考えなければいけないということで、そ

の１つは、例えば地域に密着するとか、あるいは専門特化していくとか、あるいは新しい



ニュービジネスモデルをつくっていくとか、いろいろなことを考えていますから、私は、

いろいろな議論がありますけれども、ここに今日、三ケ森タクシーさんが最後に、いろい

ろな割引制度の事例を出されていますね。私は、こういうことをどんどんやられたらいい

と思うのです。これはとても意欲的だと思います。航空会社も実はいろいろなバースディ

割引とか、事前購入割引をやって実を上げているのです。ですから、皆さん、いろいろ苦

しいでしょうけれども、しかし、需要創造しかないのです。日本の需要はほとんどパイは

決まっていますから、どうやってカルティメイドしていくか。客層別にいろいろな運賃を

出すというのは非常にいいと思います。 

 そこで、私の１つの提案ですけれども、今、内需が限界があるので、観光で言いますと、

実は外国から持ってこようという案があります。ビジット・ジャパーン・キャンペーンで

２０１０年に１，０００万人にしようと。去年、大体７００万人をオーバーしました。こ

れからは多分、国も金を使っていろいろキャンペーンをしていまから、２０１０年に１，

０００万人いくでしょう。しかし、この１，０００万人の内容は、どちらかというとアジ

アが中心になりますね。それから、お客さんの形態は個人旅行になります。そうしますと、

やはり足としてのタクシーの機能が非常に高まってくると思うのです。そこでご提案です

けれども、やはり外国語、中国語とか韓国語とか、もちろん英語も含めて、対応できるタ

クシーサービスをぜひやっていただいたらどうか。今、ＶＪＣという事務局がありますけ

れども、そこと連携しながら、タクシーの運転手さんに語学の研修をして、もちろんある

程度レベルがあるでしょうけれども、それをぜひやっていただいて、それから、タクシー

ストップには大型、中型といろいろありますけれども、例えばそこに外国語対応のタクシ

ーのコーナーをつくって、そこにお客さんが来てもらうというようなことを含めて、前向

きなビジョンを展開をしたいと思うのです。そういった意味では、大いに我が業界、ツー

リズム産業連合会としても、ぜひご協力できるところがあるのではないかと思います。日

本のタクシーは、私は世界あちこちで乗っていますけれども、基本的に全く安心感がある

のです。一々料金交渉しなくてもいいし、メーターどおりだし、チップは必ずしも必要な

い。それから、正確です。ですから、それは非常にバリューが高いのです。ですから、そ

ういうものをアピールして、ぜひそれこそ将来ビジョンのほんの１つですけれども、一例

として私から申し上げておきたいと思います。以上です。 

○委員長 ありがとうございました。では、委員。 

○委員 私、大阪弁でお耳苦しいところのおしゃべりをさせていただく点はご容赦をちょ



うだいしておかなければいけないわけですが、今、社長からもお話がありまして、もとよ

り私もこの会合に参画した気持ちは、従前の我々がちょうだいしておりましたところの道

路運送と違いまして、時代が変わりましたと。だから、特殊なサービスも多様化している

から、いろいろな商品を仕組んで、いわゆる需要喚起をやって、さらにさらにそれなりの

公的公共交通機関としての責務を果していかなければいけない、こういう思いで来ている

のです。それは否定も何もいたしませんけれども、ただ、今、大阪のタクシーが先一昨日

も改めてまた文化庁から昨年１年間の象徴的な公的な産業としての今日の姿です、皆さん、

いかがなものですかと国民の皆さんにお問いかけをしておるような番組がそれなりの賞を

冠せれておるというようなことで、それが放映されまして、まさに一昨日、機能あたり、

私もいろいろな人とお会いしますけれども、「坂本さん、今までと違うな」という話から

始まるわけです。何遍もお話が出ておりますように、世界の中の日本の冠たるタクシー、

中でも、偉そうに言って済みませんが，大阪のタクシーはまさにタクシー中のタクシーだ

ということで、ご利用いただいておる社会の皆さん方から高い評価をいただきながら、私

も４３年タクシーをやっておりますけれども、そういう席があった。 

 これは、ひとえに行政のたゆまない、特に主務官庁、当時の運輸省の大変なるご指導の

おかげでずっとあったのです。行政の大変なるご指導のもとに、もちろん当時に労働省、

それから警察庁があったのでしょう。でも、我々事業者も、実直に我々の事業使命を理解

しながら、行政の指導のもとにやってまいりました。それで、現場で働いている皆さん方

も、実に自信と誇りを持って大阪のタクシーの運転手はまさにプロ中のプロだというふう

な思いでずっとやってきたのです。 

 したがって、社会的な評価が高かったということであったのですが、ＮＨＫの放映のと

おり、まさに法律が改正されて４年たとうとする今日、象徴的な姿になったのです。新し

い付加サービスを構築するのは、需要喚起のために、産業発展のために何も否定しません

けれども、まさに原点が崩壊したのです。その根幹は何かといったら、あくまでも事業の

仕組みや、言葉で言ったら移動テンポですと。もう１つは、労働集約産業の最たるものだ

から、現場の皆さん方が満ち足りた思いの中でお仕事に携わっていただかなかったらどう

しようもない事業ですということです。余りにもご活躍いただくドライバー、乗務員の生

活レベルが低くなり過ぎているというところに、今日お出しさせていただいたところの、

警察だって今までは各大阪府下の管内で白ナンバーのドライバーの教育は我々法人タクシ

ーに任されました。大阪のタクシーのドライバーの皆さん方が各事業所の白ナンバーをお



持ちになっておいでの方のところへ行って指導していました。そのことほどぐらいまでに

法人タクシーのドライバーの意識面、技術面、安全に対するところのそういう思いはあっ

たのです。 

 ところが、今、急に落ちたのです。それで、府民の皆さん、市民の皆さん、ご利用いた

だいている皆さんから大阪府警に対して、あるいは所轄の警察に対して、法人タクシーに

対するところの安全で、安心で、心地よくお乗りできませんという声がわんさといってい

るのです。ホームぺージ等々を見てみても。だから、今日ご覧いただいておりますのが、

私のほうからご要請を警察にしたわけでもないけれども、たって「タクシー協会さん、来

てください。１月から１２月まで１カ年間の警察のデータの集約の仕方に沿って、１２月

までのデータが出ました。大変なことです」と。特に一昨年と去年と比べてみて、ほかの

一般の白ナンバーの車はことごとく発生件数も、おけがをなさった方も、不幸いにしてお

亡くなりになった方も激減をしていますと。しかし、法人タクシーだけがそれなりに増え

てまいっています。これは社会の大きな問題ですと、こういう話があるのです。まさに、

それなりに今日４年弱なされている姿が如実に一番ここに露呈されているというふうなこ

とであるので、あえて汚い言葉で済みませんけれども、ご説明とおしゃべりをさせていた

だいておるところでございまして、どうかひとつ今回の会合は、なるほど新しいサービス

を構築して、需要を喚起しながら、我々タクシー事業の公的公共機関としての発展をして

いくということが最大の狙いではありましょうけれども、大阪が象徴的に何でもありの中

で、大変なことになったというＮＨＫのテレビの中で、もう一遍、先ほどから声が出てお

りますように、やはり経済規制の緩和の中で問題は需給の総量を適者生存で、いい品質の

クオリティの会社が業者のため、働いている人のために生き残って、そういう総数量と中

の品質と、さらには、何よりも働いている労働集約産業の最たるものですから、現場の乗

務員の皆さんの生活、労働条件が豊かになるという運賃の仕組みを絶対に考えてもらわな

ければいけないというならば、大阪で一番色濃くあらわれておる、先ほどから出ておりま

すように、我々の業界の言葉で言いますと下限割れと言うのですが、行政が設定されたと

ころの上限と下限のゾーンの中におさまらずに、要するに新しいお客さんを開発するので

はなくて、隣のタクシーの会社のお客さんを横取りする，そういう単なる創意でも工夫で

もない、アイデアでもない、そういうふうな運賃を仕組んでおる下限割れと称する、これ

は極めて合法的なやり方でひとつ粉砕をしていただくことをお願いをしたいということが

私の話でございます。 



 もう１つ、ただ、事故の問題が今日は中心でございますが・・・。 

○委員長 申しわけございませんが、もう時間が余りございませんので手短にお願いでき

ますか。 

○委員 今日は安全の問題とか、やはりこれは道路構造の絡みがどうしても出てきますの

で、それぞれの各地域で警察と運輸局との間のディスカッション、情報公開をしっかりや

ってもらわないことには、変な話で済みませんが、お互いに警察も運輸局も行政コストが

高くなり過ぎてしまって、効率的、効果的に安全が確保できないということにならないよ

うにひとつお願いしたい。先ほどそんなお話もありましたけれども・・・。要らないこと

を申し上げましたけれども、そういうことをよろしく。長々と済みませんでした。 

○委員長 ありがとうございました。済みません、もうほとんど時間がなくなってまいり

まして・・・。 

 最後に１点、ニューサービスのタスクホースを設けて具体的に議論したいということに

ついて議論して、簡単に、ありていに言うとご承認いただいて、最後にご発言があればお

願いしたいと思いますが、これを簡単に説明してください。 

○旅客課長 タスクホースの件は、実はメンバーが大変たくさん参加をしていただいてお

りますが、個別にニューサービスの推進のところの具体的な議論を進めるために、ここに

書いておりますようなメンバーの方、あるいは利用者利便のほうも同じようにタスクホー

スで議論して、またこの委員会にその内容を方向性とか説明をしたいというようなことで、

ここについてぜひご承認をいただきたいという点でございます。 

○委員長 そういうことで、今こうやって議論していても、時間が足りませんので、具体

的な議論をもう少し小さい場で、小さいといっても、上下の問題ではなくて、具体的な議

論ができる場を設けるということでございますので、ぜひともご承認いただければという

ふうに思います。 

 それから、最後にこれからの進め方がございますが、これは見ていただければよろしい

かなというふうに思います。 

 本当に時間がなくなってしまいましたけれども、今日は実はまだ発言をいただいていな

い委員の方がたくさんいらっしゃって、特に当事者の方はいろいろ伺ったのですけれども、

そうでない方のお話を伺いたいと思います。 

○委員 聞かせていただいて、ずいぶんいろいろな問題があるなということがよくわかっ

たのですけれども、タクシーというと、実は１人の命を預けているという感じなのです。



密室の中であって何が起こるかわからない状況で、そういうのはほかの産業ではなかなか

ないぐらい重要な問題がいろいろとあると思うのです。特に人ということになると思うの

ですけれども、そのときに、今日ずっとお話を聞いていても、やはり経営者とドライバー

というものの間に信頼関係というものがなくなっているという状況が今かなりあるのでは

ないか。監査の中で、現場の声というようなお話もありましたけれども、この現場という

のが何を指すのか余り明確ではないのですが、やはりドライバー、雇用されている側と経

営者の側でのもっと本当に真剣な話し合いというものの中で着地点を見つけていかないと

結果というのは出てこないのではないかと思うのです。 

 それと、さっき委員がおっしゃった、いろいろなドライバーがいて、問題がある人がは

っきりわかっているのに何ともできないような状況があるというのは、今、学校の教育の

現場などでも不適格者は勧告をするなり、検証するなり、公務員ですらそういう制度がで

きているときに、この辺ははっきり、１つの会社でやるのが無理であれば、組織としてど

うやるかということは考える時期に当然きているのではないかと思うのです。先ほど一番

最後になるのがタクシーのドライバーというような話で、そういう人に命を預けているの

かと思うと本当に悲しくなりますから、その辺の信頼関係を構築するというのは絶対大事

なことだと思うのです。では、そのときに生活者とか消費者は何ができるかというと、や

はりもっと情報を公開していただかないと、それは難しいと思うのです。例えば、任意保

険に入っているか入っていないかというのは自分にとっても非常に大事なことなわけです

から、そういう情報がちゃんと公開されるとか、このタクシー会社の事故率がどうである

かとか、それから、もう少し選択的に乗れるような仕組みというものも考えられるのでは

ないかと思うのです。規制緩和されていろいろあるわけですが、やはり選ぶ情報がないと

いうのが相変わらずの状況なのではないかというふうに思います。 

 それともう１つ、さっきの福祉タクシーのようなものとか、お金を持っていらして、安

いから乗りにくいという方も結構いらっしゃるのではないかと思うのです。そういう方た

ちを囲い込んだような新しいタクシーのやり方なども、やっていらっしゃるところももち

ろんあると思いますけれども、きちんと利益が出るような形でどうやっていくのかという

のを考えないかないといけないのではないかということを、今日の皆さんの議論をお聞き

しながら思いました。失礼いたしました。 

○委員長 ありがとうございました。 

○委員 リース制の問題ですけれども、要するに、こういう企業形態が合法か否かという



ことをやはり考えるべきだと思います。それは、まず税の面でドライバーの所得が給与所

得になるのか、あるいは事業所得になるのか。給与所得なら、当然、会社側が所得税も払

わなければいけないわけですけれども、何かお話を聞いていると、事業所得で源泉徴収し

ないで申告させていると。これが税務上認められるのか否かというのはちょっと微妙な問

題だと思うのです。税の世界では、沖縄のキャディ訴訟という有名な判決があって、偽装

した請負、本当は雇用関係があるのに、それを請負契約に偽装したというのは、これは給

与所得であるという判決がありまして、それに基づいて税務当局が動けば何らかの処分は

発生すると思うのです。ただ、これは余り税収入につながらないので、税務当局が面倒く

さがって動かないという点があるのではないかと思います。 

 それから、社会保険料も、社会保険事務所が不払いというか、それこそ本当に雇用者側

にもたせているというのが事実なら、そこは是正してしかるべきなのですけれども、これ

も、あの役所自体が余り真面目なところじゃないからやらないで済んでいる。そういう既

存の法律を踏みにじって成り立っている企業形態であるとすれば極めて問題なので、そこ

はそれぞれの官庁がしっかりやっていかないと、持っている制度、例えば税制とか社会保

険制度とか、制度自体を傷つける行為ですから、実額の多寡にかかわらずやるべきではな

いかと思います。 

 それを道路運送法なり国交省との絡みでこういう形態をどうかという点ですけれども、

これは安全運行との絡みになるのでしょうけれども、これはやはり現行の法律というもの

があって、それと、今のそれぞれリース制をとっている企業の現実との間で乖離があって、

法違反、法に触れるという状況があるようでしたら、しっかりと取り締まるなり処分する

のが当然ではないかと思います。すべて法律ベースでやっていく話だと思います。そのや

った結果が正しいかどうかというのは、最終的には裁判で判断することになるのでしょう

けれども、多分、取り締まっても、それに対する訴訟は起きていないはずですから、その

辺は余り問題がないのかなとも思います。 

 それから、機械の話ですが、デジタコとか、ドライブレコーダーとか、先ほどこれを装

着するのに運転手の負担を取っているという、これもいかがなものかという話で、例えば

デジタコをつければ、これは会社にずっと監視されていることになるから、多分、一生懸

命働くことになるので実車率が上がったり何かするのではないかと私は勝手に想像したの

ですけれども、その収入増があるからといって、運転手にもたせるというのはいかがなも

のかなと思います。 



 それと、国の補助金ですけれども、デジタコに補助金が出ているのは、デジタコを付け

ると急発進とか、そういうのが減って地球環境にいいという、かなりこじつけ論理で、石

特会計自体が存在を問われていて、いつまでもこの補助金があるとは思えないと思います。

がんばって要求し続けるのはいいでしょうけれども、通産省側の石特会計自体が結構危う

い状況になるという状況は認識されていたほうがよろしいのではないかと思います。やは

りこういうのは自助努力でつけるのが筋だと思います。しかし、それには儲かっていない

とつけられない。それで、今は余り儲からないと堂々巡りになるのですけれども、何とか

儲かる業界になってほしいですけれども、私もこうすれば儲かるということは全く申し上

げられない。ヒントも差し上げられないのですが、そんなところです。 

○委員 この業界のこともろくにわかっていなくて、過去２回欠席をいたしまして、今日

初めてということで、今日、皆さんのご意見を静かに拝聴させていただこうと思っていま

したが、何もしゃべらないで帰るのもいけないので、感想を一言だけ申し上げたいと思い

ます。 

 どういうサービスでも、誰に、何を、どのようにというセオリーから考えますと、何を、

どのようにというところの議論というのはずいぶんあると思うのですが、誰にという部分

がちょっと見えてこないというような感じがいたしております。例えば、タクシーの料金

とかサービスとか、いろいろなことを議論するときに、前回調査結果が出たかどうかあれ

ですが、結構ヘビーユーザーがタクシー料金を高いと言っているのです。余り利用されな

い方は、いろいろな多様なサービスを求めているというようなところがある。つまり、ヘ

ビーユーザーというのは、当然ほかのいろいろなバス、電車との競合関係の中でタクシー

を選んでいるということであって、そういうことで言えば、高いという感覚を持つ。そう

でない人というのは、例えば雨が降った日とか、重い荷物を持っているときとか、あるい

は深夜とか、そういう非定常状態でタクシーを利用されているということがあるわけで、

いずれにしても、誰にという部分のところをしっかり見極めていかないと、サービスとか、

あるいは料金とか、場合によっては安全というふうな問題も視野に入った議論ができない

のではないかという感じがしておりまして、タスクホースの中でそういうサービスとか料

金というふうなことを具体的に議論をするときときの１つの入口なのかというふうに思っ

ております。感想だけでございます。 

○委員長 ありがとうございました。では、委員。 

○委員 規制緩和しましたので当然だとは思うのですけれども、今日のご議論の中のリー



ス制のところと、多様化した運賃のところ、両方に労働協約に関係ある話が出たと重いま

す。確かに、タクシーは非常に特殊だとは思うのですけれども、それでも何か遠隔した場

所にいる従業員を管理しなければならない産業というのはほかにもあるので、他産業での

労働協約の形とか、あるいは、その変化について多少わきまえた上で議論するということ

が大事ではないかと思います。別にリース制を擁護する必要も何もないですけれども、例

えば車庫の問題とか、逆に別件逮捕的に規制をなくそうとすると逆に我々全員が制約を受

けてしまうということもあるかと思いますので、その辺はすっきりさせる必要があるかな

というふうに思いました。 

○委員長 ありがとうございました。済みません、まだ発言されていない委員の方もいら

っしゃるのですけれども、もうそろそろ限界ということで、もう１つだけお願いがあるの

ですが、次回の打ち合わせをしなければいけないですね。 

○旅客課長 次回のご日程について、事務局としては３月に入って第１週ぐらい、６日の

週でご日程をいただければと思います。 

                （ 日程調整 ） 

○旅客課長 それでは、３月１０日の午後１４時からということでお願い申し上げます。

また２時間半ぐらいいただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 それでは、次回は３月１０日ということで、今日につきましては、ずいぶん時

間を超過いたしまして皆様にご迷惑をかけて大変申しわけございませんが、この辺で議論

を終了させていただきます。 

 長時間にわたり熱心にご議論いただきましてありがとうございました。これにて終了さ

せていただきます。 

 

                  閉 会 


